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本書の作成に寄せて 

 

この度、本書を公開できることはたいへん喜ばしく、今後の日本の遠隔医療の普及に大

きな一助になると存じます。 

日本の遠隔医療の歴史は、1970 年代に始まり、その後積極的に推進策が進められてき

ました。その中で、最も新しくて強力な動きが、2008 年に総務省と厚生労働省により開

催された遠隔医療の推進方策に関する懇談会と、それに続く一連の地域 ICT 利活用事業で

す。同懇談会により、遠隔医療を推進するための多くの課題にスポットライトがあたりま

した。また日本全国で展開された数十件にものぼる遠隔医療に関わる地域 ICT 利活用事業

により、国内各地域に重要な遠隔医療の基盤が構築されました。これ以降、関係各省によ

る遠隔医療の取組みも加速され、厚生労働科学研究費補助金による遠隔診療の研究、地域

医療再生計画の中での活用など、様々な取組みがスタートしております。 

そうした多くの有益な取り組みの結果として、遠隔医療の知識や経験が国内全体に広が

りました。しかし遠隔医療が普及発展するほど、それまでは一部の識者だけが理解してい

た遠隔医療の深い知識が、各地域の多くの皆様に欠かせないことがわかってきました。既

に幅広く展開されている遠隔画像診断や遠隔術中病理診断でさえ、地域に根付くためには

深い知識の普及がまだまだ不十分です。さらに地域医療情報連携やテレビ電話等による遠

隔診療などの新たな取組みについて、ニーズが高いのに知識が十分でない地域がかなり多

いと思われます。そこで、これまでの地域 ICT 利活用の各事業などから、カテゴリー毎の

先進事例を採り上げて、構築や運用の経験に基づく深い知識を取りまとめた画期的な資料

が本書です。これまでの日本の遠隔医療の歴史の中で、これほど包括的に知識や経験をま

とめた資料はありませんでした。 

 

去る 3 月 11 日に東北地方沿岸部から関東地方に掛けて大地震と大津波が発生して、非

常に多くの死者行方不明者を生む未曾有の大災害となり、国土に大きな傷跡を残しました。

我々日本人は一丸となって、被害者の救済や被災地の復興に力を尽くすべき時代です。こ

の災害でお亡くなりになった多くの被災者、ご家族を亡くされた多くの遺族の皆様に深く

哀悼の意を表します。この悲劇の経験を風化させることなく、被災地域の再建にあたり、

ICT を用いたフットワークの軽い、効率よい社会として甦らせること、医療の形態も、こ

れまでの個々の医療機関が完結する形から、地域全体の医療機関が一体となって機能でき

るシステムに変貌させてゆくことが、我々遠隔医療に取り組む者の責務です。本書が、そ

の第一歩を助けることと信じます。 

 

日本遠隔医療学会は、遠隔医療の推進方策に関する検討会、地域 ICT 利活用事業、そし

て本書を作成する調査事業に深く協力してまいりました。その結果として、日本の遠隔医

療の経験や知識の幅広い底上げに寄与できたことを光栄に存じます。また、今後も遠隔医

療の発展と普及に全力で取り組んでまいりますので、ご理解、ご支援よろしくお願いいた

します。 

 

日本遠隔医療学会 

会長 原 量宏
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はじめに 

(1) 本書の目的と位置付け 

 本書は、遠隔医療の普及促進に向け、各地域で導入を進めていく際の事前検討の手順や考え

方について、総務省によって実施された遠隔医療モデルプロジェクト（平成 20・21 年度）

等を踏まえ、参考となる情報等を抽出して取りまとめたものです。 

 

①目的 

遠隔医療には様々な種類・形態があり、遠隔医療を必要とする地域の医療提供体制等の特

性や医療従事者・患者等の関係者のニーズ、システムを運営していく際の関係者の協力体制

等を総合的に勘案しながら、導入を考える地域に適した運営体制とシステムを整える必要が

あります。そのためには、事前に関係者が十分な協議・検討を行わなければなりません。 

そこで、本書を参考にしながら、導入を望む地域が事前の協議・検討を行い、実際の導入・

整備を進めることができるようにしています。 

 

②位置付け 

本書は、事前検討を円滑かつ適切に行うために必要になる知識や情報、事前検討で決める

べき事項や手順についてのモデルを示しており、検討の参考書と位置付けられますが、総務

省は、本書の正確性、完全性、最新性その他本書の使用者の特定の目的に合致することを一

切保証するものではありませんので、本書は、その使用者の一切の責任において使用して下

さい。 

本書を参考に、導入を望む地域の実情等に適した形に柔軟にアレンジすることで、その地

域で継続的に活用され、医療提供体制の充実等に貢献する遠隔医療の実施につながるものと

考えられます。 

 

③留意点 

遠隔医療が十分に効果を発揮するためには、システムを利用する関係者（医療従事者や患

者等）の間で円滑なコミュニケーションが行われていることが前提となります*。 

単に通信インフラや情報システム等を整備するだけで効果が得られるものではなく、地域

における医療提供体制や、医療従事者をはじめとする関係者間の良好な人的ネットワークが

あって初めて積極的に活用されることに留意する必要があります。 

 

 

                                      
* 例えば術中遠隔病理診断であれば、依頼側医療機関の外科医や検査技師等と支援側医療機関の病理医とが、空間的には離れて

いるものの、円滑なコミュニケーションの取れる関係にあり、意思疎通が良好な単一の医療チームとして機能する必要がありま

す。その意味では、術中遠隔病理診断は、いわゆるネットワークを介したチーム医療であると言えます。 
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(2) 本書における「遠隔医療」の定義 

① 遠隔医療の定義 

本書における「遠隔医療」とは、日本遠隔医療学会の定義を踏まえ、「ICT（情報通信技術）

を利活用した健康増進・医療・介護に資する行為」とします。 

また、｢遠隔医療システム｣とは、「遠隔医療の実施にあたって活用する通信インフラや情報

システムの総称」とします。 

 

② 遠隔医療の果たすべき役割・目的 

医療従事者（医師・保健師・看護師）、介護関係者（ケアマネージャ・ヘルパー等）、患

者等の各関係者間で、必要な情報の伝達・提供・共有をネットワークを介して迅速かつ円滑

に行えるようにすることで、地域にあまねく隔たりのない医療・介護サービス環境を実現す

るために、遠隔医療は実施されます。 

本来であれば、どの地域においても、対象者（患者）の周りに必要な医療資源（医療従事

者・医療機関等）がそろっており、対象者は必要な時にそれらに容易にアクセスできること

が望ましいのですが、必ずしもそれが可能な地域ばかりではありません。遠隔医療は、ICT

を利活用することで、そのような地域における医療資源へのアクセス環境を改善することを

目指すものです。 
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(3) 地域医療や遠隔医療の現状・課題 

①地域医療の現状・課題 

特に、中山間地域・離島等の条件不利地域の公立病院の多くが、昨今、経営状況の悪化に

伴い閉鎖・縮小・統廃合等を余儀なくされ、地域における医療提供機能が弱体化しつつあり

ます。 

また、昨今の医師・看護師の人材確保難に起因して、都市部においても救急・小児・周産

期・災害・精神などの部門を中心に、医療サービスの質の低下が問題となっています。さら

に、生活習慣病対策等の新たな保健衛生面での課題への対処も各地域で求められています。 

これまで、これらの諸課題に対応するため、人材の育成や確保、医療機関間の連携体制（地

域連携クリティカルパス）の構築等、様々な対策が講じられてきています。 

 

②遠隔医療の現状 

遠隔医療は、ICT や通信インフラ等の進展に伴い、従来から行われてきた画像診断に加え、

術中迅速病理診断、コンサルテーション、カンファレンス、健康管理等、利活用の範囲が広

がってきています。平成 20 年 10 月 1 日現在で、遠隔医療システムを導入している医療機

関数は、2,263 施設（内訳：遠隔画像診断 1,787 施設、遠隔病理診断 388 施設、在宅療

養支援 88 施設）となっています*1。 

他方、遠隔医療は、ICT を活用するため、システムやネットワーク等の維持管理、それら

を運用する関係者の体制の維持管理等に係る人的負担や費用負担が課題となっています。 

遠隔医療の普及促進に向け、関係省庁は、「遠隔医療の推進方策に関する懇談会」（総務

省・厚生労働省 平成 20 年 3 月～）等において検討してきたほか、平成 22 年 6 月に閣

議決定された「新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～」や、平成 22 年 5 月に高度

情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（IT 戦略本部）において決定された「新たな情報通

信技術戦略」*2に基づいて具体的な取組を実施しています。 

                                      
*1 出典：平成 20 年「医療施設（静態・動態）調査・病院報告」（厚生労働省） 
*2「新成長戦略」(http://www.kantei.go.jp/jp/sinseichousenryaku/sinseichou01.pdf)ではライフ・イノベーションによ

り健康大国を実現するため遠隔医療の促進を図っており、「新たな情報通信技術戦略」

(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/100511honbun.pdf)では「シームレスな地域連携医療の実現」の一環として遠隔

医療が推進されています。 
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(4) 遠隔医療の分類 

 遠隔医療は、どの関係者（医療従事者、介護関係者、患者等）との情報の伝達・提供・共有

を行うかによって、大きく次の 3 つ*1に分類・整理されます。 

①医師間（DtoD*2）のモデル 

②医師と患者の間（DtoP）のモデル 

③医師と患者の間を医師以外の医療従事者（コメディカル）が仲介する（医師の指示等に基

づきコメディカルが患者に処置を行う）（DtoN）モデル 

 また、内容面では、医療行為又は医師による行為（相談など）と、健康増進、介護・見守り、

指導・教育など、直接的な医療行為にならないものとに分けられます。 

 

【各モデルのイメージ図】 

 

①医師間（DtoD）のモデル 

例えば、へき地の診療所の医師が中核病院の専門医に診療上の相談をしたり、外科医が大

学病院の病理医に検体データを送って病理診断を依頼したりするような、医師間で診療支援

等を行うモデルです。 

診療支援 遠隔病理診断、遠隔画像診断等 

指導・教育・コミュニケ

ーション 

遠隔コンサルテーション・カンファレンス、遠隔教育等 

 

②医師と患者の間（DtoP）のモデル 

例えば、テレビ電話を通じて医師が在宅患者を診療するなど、遠隔地の患者に対し直接医

師が伝送されてくる映像やバイタルデータを通じて診療や健康維持・向上のための助言を行

うモデルです。 

診療 在宅療養支援等 

健康増進 遠隔健康管理、遠隔健康相談等 

 

③医師と患者の間を医師以外の医療従事者が仲介する（DtoN）モデル 

例えば、在宅療養患者宅を訪問する看護師が、医師に状況を報告し指示を仰ぐなどして、

医師とコメディカルとの間で適切な情報共有等を行いながら、遠隔地の患者に対し診療や健

康維持・向上のための助言を行うモデルです。 

 

                                      
*1①～③の 3 分類以外には、例えば患者（住民）同士が主体的に取り組む組織モデルがあります。 
*2 「D」は医師（doctor）、「N」は看護師等のコメディカル（nurse）、「P」は患者（patient）を表します。例えば、「DtoP」

は医師と患者の間のやり取りを表します。 
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訪問看護等 在宅健康管理・療養支援等 

指導・教育・コミュニケ

ーション 

遠隔コンサルテーション・カンファレンス等 

 

 

 

 本書の P8～P47 では、上記の 3 類型の中の、次の 5 つのシステムについて、それぞれ機

能や導入手順等を紹介します。 

遠隔画像診断（DtoD） 

遠隔病理診断（DtoD） 

遠隔コンサルテーション・カンファレンス・教育（DtoD, DtoN, NtoN） 

遠隔診療（Dto(Nto)P） 

遠隔健康管理・遠隔健康相談 

 

 なお、各システムについては、事業主体又は関係者によるシステム独自調達を想定しつつ、

導入・運用に係る負担の軽減・効率化等の観点から、クラウドサービスの利用の可能性につい

ても補足的に説明することとしています。 
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(5) 遠隔医療システムとの連携が想定されるシステムやサービス 

遠隔医療は、互いに遠隔地に所在している医療従事者、介護関係者、患者等関係者の間で交

わされる医療に係るコミュニケーションを、あたかも相手方がすぐ近くにいるように実施する

ことで、各関係者の負担軽減や、専門性の高い医療技術の有効活用を促進するものです。 

ここで、遠隔医療の効果と効率をより高めるためには、任意の患者の診療情報や健康情報を、

任意の場所で入力、参照、更新可能とする環境が整備され、遠隔医療システムと連携して活用

されることが望まれます。具体的には、電子カルテ等の診療情報や健康情報に関する情報シス

テムと遠隔医療システムとの連携が想定されます。 

電子カルテシステム等、診療情報や健康情報を管理するシステムの連携については、本書で

は下記の３形態に分類します。 

①電子カルテ連携システム（個別医療機関連携） 

②地域 EHR*1システム（電子カルテ・検査データ等の共有、紹介/逆紹介等） 

③PHR*2システム（個人の健康情報の蓄積・共有） 

診療情報や健康情報を管理するシステムの連携は、一般に①→②→③の順に進み、最終的に

は各地域の PHR システムが互いに連携していくものと考えられます。 

 

①電子カルテ連携システム 

例えば、へき地の診療所の医師が中核病院の専門医に診療上の相談をする場合には、専門

医がより適切な助言を行うために患者の診療情報等が共有されていることが望ましいと考え

られます。 

そのためには、依頼側の診療所と支援側の中核病院との間で診療情報等を共有できる仕組

みが必要となります。具体的には、診療所の電子カルテを中核病院が参照できるようにする

ことが必要です。また、中核病院で治療を受けた患者が地元の診療所に逆紹介されることも

あるため、診療所からも中核病院の電子カルテを参照できるようにすることが理想的です。 

 

中核病院 診療所

インターネット
（SSD等）

電子カルテの相互参照

中核病院 診療所

インターネット
（SSD等）

電子カルテの相互参照

 

 

②地域 EHR システム 

①は、かかりつけの診療所と地域の中核病院との 1 対 1 の関係での患者情報の共有です

が、これを地域の複数の医療機関に拡大し、連携する全ての医療機関で、患者に関する診療

                                      
*1 EHR とは、Electronic Health Record の略 
*2 PHR とは、Personal Health Record の略 
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情報等を共有できる仕組みを地域 EHR システムといいます。一般的にはプライバシー保護

の観点から、個々の医療従事者が参照できる情報の範囲には制限が設けられます。 

また、電子的に作成された紹介状を、やり取りする機能を備えている場合もあります。 

なお、複数の地域 EHR システムが連結されることにより「日本版 EHR システム」が実

現されると考えられます。 

 

中核病院

インターネット
（SSD等）

患者紹介

診療所

診療所

診療所

センターサーバ

電子カルテの相互参照

アクセス管理・制限

 

 

③PHR システム 

②は、複数の医療機関間での患者情報の共有ですが、これに、一般の利用者が自分で健康

情報（診療情報の他、服薬状況や既往歴・診療履歴、健診結果の推移等）を登録する機能や、

自分で検索する機能が付加されたものを PHR システムといいます。患者本人の生涯の健

康・医療履歴の情報等を一元的に取り扱う PHR システムと、遠隔医療システムが連携を図

ることで、より一層有効な仕組みになることが期待されています。 

 

病院

インターネット
（SSD等）

診療所

個人

センターサーバ

個人

健康情報の登録
検診・診療結果、処方情報の参照

診療情報の登録

既往歴、服薬情報等の参照
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１．遠隔画像診断 

(1) 遠隔画像診断とシステムの概要 

①遠隔画像診断とは 

遠隔画像診断は、ICT を活用して、CT、MRI 等の医用画像を遠隔地の放射線科医に転送

し、放射線科医がいない医療機関での画像診断を遠隔地の放射線科医が支援するものです。

遠隔画像診断を導入することで、次のような効果を期待することができます。 

 

 画像診断の専門家である放射線科医の診断による医療の質の向上 

 患者に対するセカンドオピニオンの提供 

 検査から診断までのレスポンス時間の短縮 

 患者の身体的、経済的、時間的負担の軽減 

 

CT、MRI 等の検査装置（以下「モダリティ」といいます。）の普及状況と比較し、医用画

像診断の専門家である放射線科医が不足しており、近隣の医療機関で検査を受けることがで

きても、読影に専門性を必要とする場合には、検査画像を放射線科医のいる医療機関まで持

参する等して診断を受ける必要があります。 

遠隔画像診断を導入することにより、こういった患者負担が軽減するとともに、専門の放

射線科医による画像診断を受診する機会が拡大され、地域医療の質を高めることができます。 

 

②遠隔画像診断システムの概要 

遠隔画像診断システムは、ICT を活用して、遠隔地にいる放射線科医にモダリティで撮影

された検査画像の診断を依頼し、依頼された放射線科医が画像診断を行い、診断結果を依頼

元に返送するためのものです。 

基本的な仕組みは、モダリティの画像を、ネットワークを介して画像サーバに送信し、電

話又はタスク管理サブシステム等を利用して、読影の依頼を行うというものです。依頼され

た放射線科医は、該当する画像を検索・取得し、画像ビューワに表示して読影するとともに、

診断結果をレポートにして返送することができます。 

画像ビューワには、放射線科医の読影作業を支援するため、読影対象の画像等のサイズ変

更や階調処理、マーキング、計測等の機能を有しているものもあります。 

本システムの主要構成機器である画像サーバや画像ビューワは、モダリティのベンダを含

むマルチベンダ環境で稼働することが望ましいため、医用画像の標準プロトコルである

DICOM に準拠したものであることが推奨されます。 

補助的な機能としては、依頼通知、依頼イベントの進捗状況の管理をするための機能を持

つものもあります。なお、以下では、通話機能に関しては、本システムではなく、電話など

の別の既存設備で実現することを想定しています。 
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背景と課題 

● かかりつけの医療機関で高い専門性を要する画像診断を受けたい 

● 画像診断に対するセカンドオピニオンを得たい 

● 検査を受けた医療機関で速やかに診断結果を聞きたい 

 

 

 

 

遠隔画像診断

画像診断の専門家である放射線科医の診断による医療の質の向上
患者に対するセカンドオピニオンの提供
検査から診断までのレスポンス時間の短縮
患者の身体的、経済的、時間的負担の軽減

放射線科医

支援側医療機関
（放射線科医のいる医療施設）

①検査予約に基づき画像診断を依頼
②依頼受託／拒否通知
③医用画像検査を実施
④医用画像送信
⑤画像診断実施（診断レポート作成）
⑥診断レポート送信
⑦診断結果を説明

依頼側医師

情報通信ネットワーク

依頼側医療機関
（放射線科医のいない医療機関）

＊診断中の問い合わせ、診断レポートに対する問い合わせ、
緊急を要する事項等については電話等を使用。

遠隔画像診断

画像診断の専門家である放射線科医の診断による医療の質の向上
患者に対するセカンドオピニオンの提供
検査から診断までのレスポンス時間の短縮
患者の身体的、経済的、時間的負担の軽減

放射線科医

支援側医療機関
（放射線科医のいる医療施設）

①検査予約に基づき画像診断を依頼
②依頼受託／拒否通知
③医用画像検査を実施
④医用画像送信
⑤画像診断実施（診断レポート作成）
⑥診断レポート送信
⑦診断結果を説明

依頼側医師

情報通信ネットワーク

依頼側医療機関
（放射線科医のいない医療機関）

＊診断中の問い合わせ、診断レポートに対する問い合わせ、
緊急を要する事項等については電話等を使用。
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(2) システム構成 

①機能構成  

(ⅰ)機能体系図 

 遠隔画像診断の標準的な機能体系は、次のようになります。 

 
 (ⅱ)機能一覧 

機能 
機能概要 備考 

大分類 小分類 

読影支援機

能 

医用画像管

理機能 

依頼側医療機関で発生した医用画像を受信し、

医用画像データベースに登録する機能。データ

ベースに登録された画像から、ログイン ID 及

び検査日、患者 ID、モダリティ種別等をキー

として検索し、要求に基づきビューワ等に転送

する機能も提供。 

DICOM に準拠 

医用画像表

示機能 

診断する医用画像を呼出し、モニタ上に表示す

る機能。表示した医用画像のサイズ変更、階調

処理、マーキング、計測等の機能も提供。 

DICOM に準拠 

レポート作

成・管理機能 

放射線科医が診断レポートを作成してデータ

ベースに登録し、主治医と共有できるようにす

る機能。診断の根拠となるキー画像をレポート

にはり付ける機能も提供。 

 

タスク管理

機能 

依頼・通知機

能 

依頼側が読影の依頼を行い、併せて緊急度の指

定やメッセージの付与などを行う機能。また、

放射線科医が読影完了の事実を依頼側に通知

する機能。他のシステムとの連携により、放射

線科医が該当する患者のカルテ情報を共有可

能とする機能も提供。 

緊急に治療を要する所見を

見つけた場合、放射線科医

は直ちに主治医に伝える必

要がある（その場合は電話

の利用が適切。）一方、通常

業務として読影が終了した

ことを遅滞なく依頼側に伝

えるには携帯電話連動機能

が有効。 

進捗管理機

能 

放射線科医が、自身の関わるタスクの進捗状況

や過去の履歴を確認する機能。また、業務の管

理者が、各タスクの進捗を確認したり、振り分

けたりする機能。 

 



1.遠隔画像診断 

11 

機能 
機能概要 備考 

大分類 小分類 

管理者機能 

システム管

理機能 

システム利用の実績管理を行い、セキュリティ

の向上と利用状況の把握のために活用する。ま

た、データのバックアップも行う。 

 

ユーザ管理

機能 

システムのセキュリティ確保のため、ユーザア

カウントの作成・削除、ユーザ権限管理の設定

などを行う。また組織で決定されるセキュリテ

ィポリシーに従い、システムへのアクセスルー

ルを設定する。 

 

 

 

②ハードウェア・ネットワーク構成 

(ⅰ)システム概要図 

 遠隔画像診断の標準的なシステム概要図は、次のようになります。 

医療情報管理サーバ
（既存）

データセンタ/クラウド

遠隔画像診断サーバ

支援側医療機関 放射線科医 (D2)

VPNルータ

VPNルータ

・医用画像管理機能
・レポート管理機能
・タスク管理機能
・管理者機能

PC（既存）

IP-VPN網

依頼側医療機関 主治医 (D1)

医療情報管理サーバ
（既存）

VPNルータ

・医用画像表示機能
・レポート作成機能

主治医

画像・動画・
電子カルテデータ

CT, MRI等の
DICOM対応の装置

アナログ
X線撮影装置等

X線フィルム
デジタタイザ

DICOM化

データセンタ方式と
クラウドサービス利用の
2つの方式が考えられる。

サーバ

データセンタ方式と
クラウドサービス利用の
2つの方式が考えられる。

サーバ

高品位モニタ

依頼通知機能
（既存）

画像・動画・
電子カルテデータ

高品位モニタ

PC（既存）

・医用画像表示機能
・レポート作成機能

 

(ⅱ)ハードウェア構成一覧 

 上記(ⅰ)の概要図における具体的な機器の名称や個数等は、次のようになります。 

 PC やモニタ、回線など、導入済みの機器等で適切な性能を有するものがあれば、それ

を流用（他の用途と兼用）して、導入費用の縮減が可能です。 

機器名 台数 説明 備考（参考仕様等） 
遠隔画像診断サー

バ 

1台 レポート作成・管理機能、遠隔画像診断の依

頼・完了通知機能、業務の進捗管理機能及び

管理者機能を提供するサーバ。 

既存のスケジューラ管理、メッセージ

交換機能を利用することも可能。 

医療情報管理サー

バ 

他システ

ムを利用 

カルテ情報や画像・動画などのデータを管理

する。他システムのサーバの利用を想定。 

既存システムを利用する。 
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機器名 台数 説明 備考（参考仕様等） 
放射線科医用 PC 既存機器

を利用 

1台/支援

側 

読影する画像データを表示する機能を有す

る。 

既存システムを利用。医用モニタを使

用する場合には専用のグラフィックボ

ードが必要。 

高品位モニタ 1 台/依

頼・支援側 

各拠点に高品位モニタを設置。 

特に CR 画像の表示には、高輝度・高精細の

医用モニタが必要。 

 

通知・依頼用携帯電

話 

既存機器

を利用 

依頼側の主治医や依頼先の放射線科医の携

帯電話に通知する。 

既存システムを利用する。 

VPN ルータ 1台/拠点 拠点間をセキュアな VPN 接続するために

利用。 

 

光回線 1回線/拠

点 

画像・動画の表示機能には推奨。  
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(3) 業務の流れ 

遠隔画像診断における各関係者の利用の流れ（イメージ）は、概ね次のようになります。想

定した利用場面は、以下のとおりです。 

 

No 依頼側医療機関（病院等）の主治医（D1） 支援側機関の放射線科医 （D2） 

1  患者をモダリティで撮影し、画像を

DICOM 準拠のサーバに保存する。 

 D1 が自席の PC からシステムにログイ

ン。依頼する放射線科医を選択し、オン

ラインで読影を依頼（対象画像をシステ

ムにアップロード）する。 

 

2   D2 が PC からシステムにログインし、

読影の依頼一覧画面（自身のタスク管理

画面）で、自分の読影業務の進捗状況を

確認する。 

 依頼が来ていたので読影に入る。画像を

ダウンロードし、モニタに表示して読影

する（患者のカルテデータも参照）。 

 必要に応じて自身のタスク履歴の中か

ら同一患者の過去画像や類似症例の画

像を検索・参照する。 

 画像にマーキングする等、D1 が見た際

に理解しやすくする。 

 レポートを作成（画面上の所定の欄に読

影結果を入力）し、システムにアップロ

ード（タスク完了の状態に設定）する。

3  レポート作成を終えたというメールが、

システムから自動的に D1 に通知され

る。 

 

4  診察室での患者との面談の際に、PC か

らシステムにログインし、モニタに画像

を表示して患者に見せながら、D2 から

のレポートを確認し、患者に説明する。

 

※システムを使って行われるものは下線で表記 

利用場面：患者の主治医が、遠隔地の放射線科医に読影を依頼する。読影の依頼先は読影専門の団体。

入退室管理をしている読影室で、放射線科医が読影する。 
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(4) 構築パターン 

遠隔画像診断の主要な導入パターンとして、大きくは、システム独自調達とクラウドサービ

スの利用の 2 つに分けられます。 

 

①システム独自調達 

(ⅰ)概要 

 導入設備は、(2)②(ⅰ)のシステム概要図に示した機器です（図中の遠隔画像診断サーバ

も独自システムとして調達します）。 

 セキュリティを考慮して、モダリティを含む院内 PACS と遠隔画像診断システムは直

接ネットワーク接続せずに、医用画像データを CD-R 等の可搬媒体にコピーしてデータ

を引き渡すなどの運用をしている場合があります。 

 依頼側システムから支援側システムがアクセス可能なサーバに医用画像を転送したり、

支援側システムから依頼側システムにレポートを伝送したりする機能が必要です。 

 依頼側及び支援側の医療機関には医用画像やレポートデータを院内で管理する機能が

既に導入されているものとして考えています。 

 

(ⅱ)費用の目安 

 利用条件： 依頼側 1 セット、支援側 1 セット 

 初期費用： 490 万円程度 

 運用費用： 年間 240 万円程度 

※医療情報管理サーバやモダリティの費用は含みません。 

※モダリティから支援側に画像データを引き渡す機能の費用は含まれていません。  

 

②クラウドサービスの利用 

(ⅰ)概要 

 導入設備は、(2)②(ⅰ)のシステム概要図に示した機器です（図中の遠隔画像診断サーバ

の各機能はクラウドサービスを利用します）。 

 

(ⅱ)費用の目安 

 利用条件： 依頼側 1 セット、支援側 1 セット 

 初期費用： 320 万円程度 

 運用費用： 年間 170 万円程度 

※医療情報管理サーバやモダリティの費用は含みません。 

※モダリティから支援側に画像データを引き渡す機能の費用は含まれていません。  
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２．遠隔病理診断 

(1) 遠隔病理診断とシステムの概要 

①遠隔病理診断とは 

遠隔病理診断は、手術で摘出した病変部の標本を画像伝送が可能な顕微鏡にセットして画

像を伝送することで遠隔地の専門医が病変の範囲や悪性、良性等の診断を行うものです。こ

こでは、遠隔病理診断が特に有効である手術中の病理診断（術中迅速病理診断）を中心に説

明します。遠隔病理診断を導入することで、次のような効果を期待することができます。 

 

 病理診断専門医の診断による医療の質の向上 

 手術中の迅速診断を満足する診断レスポンス時間の短縮 

 患者の身体的、経済的、時間的負担の軽減 

 非常勤病理診断医などの身体的、時間的な負担の軽減 

 

病理診断は、執刀手術において重要な手続であり、摘出した患者の病変組織や細胞の標本

を顕微鏡で拡大表示して診断し、疾患の有無及び患部の特定を行うものです。的確な病理診

断を行わない手術では、患部や切除範囲の特定が難しく患部を大きめに切除する等、患者に

とって大きな負担となります。国内では病理専門医は大変不足しているため、手術の行われ

る医療機関に他の医療機関の病理専門医が出向いたり、患者が病理専門医のいる医療機関に

転院して手術を受けたりする必要があります。したがって、地域の医療機関で病理診断がで

きない場合は、その地域の患者が地元で術中迅速病理診断を伴う品質の高い手術を受ける機

会を制限してしまうことになります。 

遠隔病理診断を導入することにより、患者への制約や負担が軽減されるとともに、病理専

門医による診断に基づいた手術を受ける機会が増加し、地域医療の質を高めることができま

す。 

 

 

②遠隔病理診断システムの概要 

遠隔術中迅速病理診断は、遠隔地の病理専門医にネットワークを介して手術中患者の病理

標本の映像・画像を転送し、診断依頼を受けた病理専門医が手術中に診断結果を迅速に返送す

るものです。 

基本的な仕組みとして大きく 3 つの方式があり、導入にあたっては、特徴を見極めて最適

な方式を採用することになります。 

 

１）動画方式 

手術中に採取した患者の病理標本をビデオカメラ付き顕微鏡にセットし、拡大画像を

動画として伝送する方式です。病理専門医が遠隔地から顕微鏡を操作して、病変の範囲

や悪性、良性等を診断します。診断画像の保存性は乏しいものの、送信側で検体を顕微

鏡に乗せるだけで診断が開始できるため術中迅速診断用途に向いています。 

２）静止画方式 

動画方式と同様に遠隔地から顕微鏡を操作して、キャプチャした静止画で病理画像を
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診断する方式です。 

３）バーチャルスライド方式 

専用のスキャン装置で検体標本の画像をスキャンして画像の拡大・縮小が可能なデジ

タルデータを作成した後にサーバに登録し、遠隔地の病理専門医がブラウザ経由で閲覧

します。画像の保存性が高く症例管理に向いていますが、検体全体を高精細スキャンす

るため時間がかかり、術中迅速診断には向いていません。（ただし、スキャン装置の性

能向上により、最近では術中迅速診断にも使用されるようになってきています。） 

 

付帯的な機能として、コミュニケーション機能や、依頼側からの病理オーダ管理機能、支

援側からの結果報告を行うためのレポーティング機能があります。これらは、既存の電話、

FAX、メールシステムを利用したり、遠隔カンファレンスシステムを利用したりして運用す

ることもできます。 

 

背景と課題 

●患者は地元の医療機関で質の高い手術を受けたい 

●地元医療機関は質の高い手術を提供したい 

●病理専門医は他の医療機関への出張などの負担を軽減したい 

 

 

 

病理画像の出所 ：日本病理学会教育委員会 ホームページ 病理コア画像

遠隔病理診断システム

①検査予約に基づき病理診断を依頼
②依頼受諾／拒否通知
③遠隔操作（画像操作・送信）
④診断結果
⑤診療結果説明
⑥診療レポート送信病理診断専門医 執刀医・技師

病理診断専門医の診断による医療の質の向上
手術中の迅速診断を満足する診断レスポンス時間
患者の身体的、経済的、時間的負担の軽減
非常勤病理診断医などの身体的、時間的な負担の軽減

依頼側医療機関
（専門病理医がいない）

支援側医療機関
（専門病理医がいる）

情報通信ネットワーク

病理画像の出所 ：日本病理学会教育委員会 ホームページ 病理コア画像

遠隔病理診断システム

①検査予約に基づき病理診断を依頼
②依頼受諾／拒否通知
③遠隔操作（画像操作・送信）
④診断結果
⑤診療結果説明
⑥診療レポート送信病理診断専門医 執刀医・技師

病理診断専門医の診断による医療の質の向上
手術中の迅速診断を満足する診断レスポンス時間
患者の身体的、経済的、時間的負担の軽減
非常勤病理診断医などの身体的、時間的な負担の軽減

依頼側医療機関
（専門病理医がいない）

支援側医療機関
（専門病理医がいる）

情報通信ネットワーク
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(2) システム構成 

①機能構成  

(ⅰ)機能体系図 

 遠隔病理診断（動画方式、静止画方式）の機能体系は以下のとおりとなります。なお、

点線は、既存システムや別システムで実現する機能となります。 

 

 
(ⅱ)機能一覧 

機能 
機能概要 備考 

大分類 小分類 

病理診断支

援機能 

端末間接続

機能 

遠隔地間の画像伝送や会話を行うために、端末

どうしを接続する機能。2 か所に分散した病理

医が同時に診断する形態に対応するには、2 端

末間だけでなく、多端末間を接続する機能も求

められる。 

顕微鏡の画像伝送と会話の

ための接続は、別々のサブ

システムという構成も考え

られる。 

顕微鏡遠隔

操作機能 

顕微鏡を円滑に遠隔操作することを可能にす

る機能。通常は動画方式の顕微鏡本体と対応ア

プリで実現される。本機能を実現するには、同

機能に対応している顕微鏡装置を導入する必

要がある。 

良好なレスポンスを得るた

めには、双方が十分な帯域

で接続されることが望まし

い。 

画像伝送機

能 

動画方式では顕微鏡画像を動画カメラで撮影

し伝送する、静止画方式では静止画カメラで撮

影したキャプチャ画像を伝送する。 

 

病理オーダ

管理・レポー

ト作成管理

機能 

採番などにより病理オーダを管理するととも

に、それとひも付けられるレポートを作成・管

理する。診断の結果については、口頭だけでな

く、文書で伝え、病理オーダと連携したレポー

トとして保管しておく必要がある。また、遠隔

病理診断の後、標本を病理医に送り、直接観察

の上、診断の正誤を判断する必要があるが、そ

の際にも病理オーダ管理と連携したレポート

管理機能が必要となる。 

既存システムや他システム

との連携で実現。 

通話機能 遠隔病理診断の最中に、依頼側と支援側の間で

会話をする機能で、これにより双方の情報交換

を行う。 

通話機能は既存システムか

カンファレンスシステムの

機能を流用する。 
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機能 
機能概要 備考 

大分類 小分類 

管理者機能 

システム管

理機能 

システム利用の実績管理を行い、セキュリティ

向上と利用状況の把握のために活用する。ま

た、データのバックアップを行う。 

 

ユーザ管理

機能 

システムのセキュリティ確保のため、ユーザア

カウントの作成・削除、ユーザ権限管理の設定

などを行う。また、実施組織で決定されるセキ

ュリティポリシーに従い、システムのアクセス

に関するルールを設定する。 

 

 

②ハードウェア・ネットワーク構成 

(ⅰ)システム概要図 

 遠隔病理診断の標準的なシステム概要図は、次のようになります。 

 

顕微鏡（既存）

・事後の確認用

VPNルータ

PC

・病理オーダ管理機能
・レポート管理機能
・管理者機能

PC

画像・動画・
電子カルテ
データの利用

マイクスピーカ
(既存)

カンファレンス
（既存)端末アプリ

病理医

支援側医療機関 病理医
(D2)

カンファレンス
システム
（既存）

医療情報管理サーバ
（既存）

VPNルータ
VPNルータ

医療情報管理サーバ
（既存）IP-VPN網

高品位モニタ

依頼側医療機関 主治医＋病理技師
(D1+N)

病理技師

高品位モニタ

画像・動画・
電子カルテ
データの利用

デジタル顕微鏡
・遠隔操作機能

・通話機能

遠隔病理診断サーバ

データセンタ方式と
クラウドサービス利用の
2つの方式が考えられる。

サーバ

データセンタ方式と
クラウドサービス利用の
2つの方式が考えられる。

サーバ

＊動画方式、静止画方式の顕微鏡と顕微鏡カメラを利用

・画像伝送機能
・顕微鏡遠隔操作機能
・画像転送機能
・レポート作成機能

＊顕微鏡遠隔操作機能（ソフトウェア）は顕微鏡にバンドルの場合

マイクスピーカ
(既存)

カンファレンス
（既存)端末アプリ

主治医

・端末間接続機能
・画像転送機能
・レポート管理機能

データセンタ／クラウド

 
 

(ⅱ)ハードウェア構成一覧 

 上記(ⅰ)の概要図における、具体的な機器の名称や個数等は、次のようになります。 

 PC など、導入済みの機器等で適切な性能を有するものがあれば、それを流用（他の用

途と兼用）して、導入費用を縮減することも可能です。 

機器名 台数 説明 備考（参考仕様等） 
遠隔病理診断サー

バ 

1台 遠隔病理診断のレポート作成・管理機能及び

管理者機能を提供するサーバ。 

既存のスケジュール管理システムを利

用することも可能。 

依頼側用リモート

対応デジタル顕微

鏡 

1台 ネットワークを介して、遠隔地からデジタル

顕微鏡を利用する。 

 

高品位モニタ 2台/室 各拠点に高輝度・高精細の医用カラーモニタ 高精細な画像を表示するため、2 百万
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機器名 台数 説明 備考（参考仕様等） 
が必要。 画素以上を推奨。 

支援側用 PC 既存機器

を利用 

 高精細な画像を表示するために、医用

カラーモニタ用グラフィックボードが

必要。 

医療情報管理サー

バ 

他システ

ムを利用 

カルテの情報や画像・動画などのデータを管

理する。他システムのサーバの利用を想定。

既存システムを利用。 

カンファレンスシ

ステム 

既存シス

テムを利

用 

テレビ会議を行うサーバ。 既存システムを利用。 

会議用マイクスピ

ーカ 

1台/室 マイクスピーカはヘッドセット装着の煩わ

しさがなく、スピーカからの音がマイクに回

りこむ影響を低減する。 

既存システムを利用。 

VPN ルータ 1台/拠点 拠点間をセキュアな VPN 接続するために

利用。 

 

光回線 1回線/拠

点 

画像・動画の表示機能には推奨。  

 

(ⅲ)バーチャルスライド方式のシステム概要図   

 バーチャルスライド方式は、検体のスライドを作成するバーチャルスライドスキャナと

デジタル化したデータの蓄積・配信をするバーチャルスライドデータサーバ及びビュー

ワ端末から構成されます。 

VPNルータ

PC

カンファレンス
端末アプリ

会議用
マイクスピーカ

カンファレンス
端末アプリ

VPNルータ
IP-VPN網

高品位モニタ

依頼側医療機関 主治医＋病理技師
(D1+N)

病理技師

バーチャルスライド
データサーバ

・画像伝送機能

バーチャルスライド
スキャナ（モニタ込）

主治医

カンファレンスサーバ
・通話機能（既存）

レポート機能
（既存／他システム利用）

（既存）

PC

画像・動画・
電子カルテ
データの利用

マイクスピーカ
(既存)

病理医

支援側医療機関 病理医
(D2)

VPNルータ

医療情報管理サーバ
（既存）

・画像伝送機能
・顕微鏡遠隔操作機能

高品位モニタ

画像・動画・
電子カルテ
データの利用

医療情報管理サーバ
（既存）

顕微鏡（既存）
・事後の確認用

データセンタ／クラウド
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(3) 業務の流れ 

遠隔病理診断における、各関係者による利用の流れ（イメージ）は、概ね次のようになりま

す。想定した利用場面は以下のとおりです。 

 

No 
依頼側医療機関（病院等）の 

主治医（D1） 

依頼側医療機関 

の検査技師（N）

支援側医療機関（中核病院等）の

病理医（D2） 

1  遠隔病理診断が必要な手術

を行う場合に、その旨を検査

技師（N）と支援側医療機関

の病理医（D2）に伝達する。

 D2 には、臨床情報や提出予

定の検体の概要等について

も事前に説明する。 

 D1の指示によ

り、関係者のス

ケジュール調

整、施設・機器

の予約、事前準

備等を行う。 

 スケジュール調整、施設・機器

の予約、事前準備等を行う。 

 

2  手術開始。 

 検体を採取する。 

  

3   検体の標本作

製の開始をD2

に電話で通知

する。 

 

4    遠隔診断受信用端末を立ち上

げ、システムの接続準備をして

待機する。 

5   標本を作製し

顕微鏡にセッ

ト、D2 に連絡

する。 

 

6   システムを接

続する。 

 システムを接続する（病理診断

開始）。 

7    N のところにある顕微鏡を遠隔

操作し D1 と会話しながら病理

診断を実施する。 

 必要があれば、D1 又は N に患

者情報・検体情報の追加を求め

る。 

8  D2 の求めに応じ、追加情報

を D2 に提供（検体の追加採

取等）。 

 D2の求めに応

じ、追加情報を

D2 に提供（標

本の再作成

等）。 

 

利用場面：ネットワーク接続された 2 拠点を結んで術中迅速病理診断を行う。使用する機器は動画方式

（光学式）。遠隔地の病理医が、術中の病院の顕微鏡を遠隔操作し、倍率切換え・プレパラートの移動・

ピント合わせなどを行う。キャプチャした画像は高品質の動画としてリアルタイム伝送される。拠点間

の会話機能を通じて、主治医と診断に関して話し合う。 



2.遠隔病理診断 

21 

No 
依頼側医療機関（病院等）の 

主治医（D1） 

依頼側医療機関 

の検査技師（N）

支援側医療機関（中核病院等）の

病理医（D2） 

9  同じ映像等を見ながら、D2

から音声で診断過程と結果

を伝えてもらう。 

  D1 との間で、双方のモニタ上

で同一映像（D2 が制御してい

る顕微鏡の現在の映像及び診断

の最中に撮影したスナップショ

ット）や画面上のマーカー等を

同期させながら、音声で診断過

程と結果を伝える。 

10  遠隔病理診断を終了。システ

ムを切断する。 

  

11  病理診断の結果をふまえ、手

術を継続、完了させる。 

  

12    診断のレポートを作成して保管

するとともに、依頼側医療機関

にレポートの電子データを送信

する。 

13  D2 から受信したレポートの

電子データを確認し保管す

る。 

  

14   標本を宅配便

などで D2 に

送る。 

 

15    N から届いた標本を直接観察

し、遠隔診断の判断の妥当性等

を検証する。 

※システムを使って行われるものは下線で表記 

※動画及びバーチャルスライドでは、運用操作が異なります。 
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(4) 構築パターン 

遠隔病理診断の導入パターンとしては、大きくは、動画方式、静止画方式及びバーチャル

スライド方式の 3 つに分けられます。 

術中診断の迅速性のレベル、連携する病理診断システムの方式、人材の習熟度、導入地域

のネットワーク状況、導入地域における提供ベンダのサポートレベルなど諸々の条件を考慮

して最適な方式を選択することになります。 

 

 各方式の比較 

動画方式 ・ 依頼側の病理検査技師は病理標本を顕微鏡にセット 

・ 支援側病理医は顕微鏡の遠隔操作 

・ 動画像の垂れ流し伝送で肉眼顕微鏡操作に近い操作 

・ データ量が多いため高速回線が必要 

・ 動画録画の付加機能によりデータ蓄積できるが大容量になる 

静止画方式 ・ 依頼側の病理検査技師は病理標本を顕微鏡にセット 

・ 支援側病理医は顕微鏡の遠隔操作 

・ 標本画像をオンデマンドキャプチャ 

・ 画像の伝送キャプチャの履歴を記録することで、病理へのキャプチャ

した探索経路を病理診断後に簡単に検証できる 

バーチャル

スライド方

式 

・ 支援側病理医はデジタルスライド画像を操作 

・ 依頼側の病理検査技師によりプレキャプチャした画像をデジタル

化・再構成（倍率変換や視野の選択）後に画像をサーバに伝送 

・ コンピュータ性能の向上により、スライド化の時間が短縮化してお

り、術中の診断への適用も開始している 

・ データの蓄積共有ができるため教育への利用などもできる 

 

 

①動画方式 

(ⅰ)概要 

 依頼側医療機関と支援側医療機関の間をポイントツーポイントで接続します。(2)②(ⅰ)

のシステム概要図の機器を導入する必要があります。 

 回線は光ブロードバンド回線となります。 

 依頼側と支援側で映像を共有しつつ、テレビ電話による会話を実現する必要がある場合

には、別途、カンファレンスシステムの導入が必要になります。 

 

(ⅱ)費用の目安   

 利用条件： 依頼側・支援側で各１セット導入 

 初期費用： 依頼側 1,100 万円程度、支援側 400 万円程度 
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②静止画方式 

(ⅰ)概要 

 依頼側医療機関と支援側医療機関の間をポイントツーポイントで接続します。(2)②(ⅰ)

のシステム概要図の機器を導入する必要があります。 

 回線は光ブロードバンド回線となります。 

 依頼側と支援側で映像を共有しつつ、テレビ電話による会話を実現する必要がある場合

には、別途、カンファレンスシステムの導入が必要になります。 

 

(ⅱ)費用の目安 

 利用条件： 依頼側・支援側で各１セット導入 

 初期費用： 依頼側 1,100 万円程度、支援側 400 万円程度 

 

 

③バーチャルスライド方式 

(ⅰ)概要 

 (2)②(ⅲ)のバーチャルスライドのシステム概要図の機器を導入する必要があります。 

 

(ⅱ)費用の目安 

 利用条件： 依頼側・支援側で各１セット導入 

 初期費用： 依頼側とサーバで 1,300 万円程度、支援側 260 万円程度 
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３．遠隔コンサルテーション・カンファレンス・教育 

(1) 遠隔コンサルテーション・カンファレンス・教育とシステムの概要 

①遠隔コンサルテーション・カンファレンス・教育とは 

遠隔コンサルテーション・カンファレンス・教育とは、医師やコメディカルが遠隔地にい

る専門医等にアドバイスや指導を求める際に、患者の診療情報や検査画像を供覧しながら、

テレビ会議システムを用いてコミュニケーションをとることにより、医療関係者の移動を伴

わずに対面に近いディスカッションを実現するものです。このことにより、治療方針がより

適正なものとなることが期待できるほか、書物だけでは習得できない医療ナレッジの地域格

差を解消し、地域医療の品質が底上げされる等の効果が期待できます。 

遠隔コンサルテーション・カンファレンス・教育の導入の効果は、下記のようにまとめる

ことができます。 

 

 治療方針の適性化 

 文書だけでは獲得できない医療ナレッジの獲得やスキルの向上 

 医療に関する情報発信と情報共有 

 医療関係者の心理的、身体的、経済的、時間的負担の軽減 

 

円滑なコンサルテーションは、地域の医師の経験不足や不安感を解消し、従来では対応で

きなかった新たな分野の医療サービスを提供可能とします。また、カンファレンスや教育は

情報交換や豊富な専門知識、先進事例を習得することができ、人材の育成、地域医療の質の

向上に寄与します。 

 

②遠隔コンサルテーション・カンファレンス・教育システムの概要  

遠隔コンサルテーション・カンファレンス・教育システムは、ネットワークを介したテレ

ビ会議で、遠隔地の医療機関や大学の医療関係者間での１対１、１対ｎ、n 対 n の双方向コ

ミュニケーションを実現します。 

基本的な仕組みは、モニタやプロジェクタ、カメラ、マイク等の機材を接続した PC や専

用のテレビ会議を利用して、参加者の間で、映像や音声によるリアルタイムな双方向コミュ

ニケーションとスクリーン上の映像情報を共有するものです。 

このシステムでは、プレゼンテーション資料、電子カルテ情報、医療情報や動画像などの

モニタ上の映像を、参加者全員が同時に閲覧することができます。また、プレゼンテーショ

ン資料へのマーキングやポインタの位置情報等をリアルタイムに共有することを可能とする

「コンテンツ同期機能」をもつ高機能なシステムもあります。 

利用する機材は、PC＋モニタのほか、Web カメラ、大型モニタ、プロジェクタ＋大型ス

クリーン、スピーカ＋マイク等であり、参加人数の規模（個人レベル、中小会議室レベル、

大会議室レベル）に応じて準備する必要があります。 

付帯機能として、会議機材・会議室などの予約管理機能がありますが、利用予約について

は、予約簿や別のスケジューラを用いた運用も可能です。 
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背景と課題 

● より適切な診療方針を立てたい 

● スキル向上のため医療の専門家や経験者の意見やコンサルティングを受けたい 

● 地元にいてスキル向上のため医療の講義を受けたい、講義をしたい 

● 地元にいて医療関連の情報交換・情報発信をしたい 

● へき地の医師の心理的、身体的、経済的、時間的負担を軽減したい 

 

 

 

 

遠隔コンサルテーション・カンファレンス・教育

Ｑ
コンサルテーション

カンファレンス

教育

④講義

文書だけでは獲得できない医療に関するナレッジの獲得やスキルの向上
医療に関する情報発信と情報共有
講師や医療関係者の身体的、経済的、時間的負担の軽減

②情報交換
③情報発信

①専門家とのQA

専門医など
若手医師等

医療機関など
（ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝの依頼）

医療機関など
（ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝの提供） Ａ

医療機関など
（会議参加者）

医療機関など
（会議ホスト）

多拠点接続

個人
中小会議室
大会議室

個人
中小教室
大教室

医療機関・医大など
（講義） 医療機関など

（聴講者）

遠隔コンサルテーション・カンファレンス・教育

Ｑ
コンサルテーション

カンファレンス

教育

④講義

文書だけでは獲得できない医療に関するナレッジの獲得やスキルの向上
医療に関する情報発信と情報共有
講師や医療関係者の身体的、経済的、時間的負担の軽減

②情報交換
③情報発信

①専門家とのQA

専門医など
若手医師等

医療機関など
（ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝの依頼）

医療機関など
（ｺﾝｻﾙﾃｰｼｮﾝの提供） Ａ

医療機関など
（会議参加者）

医療機関など
（会議ホスト）

多拠点接続

個人
中小会議室
大会議室

個人
中小教室
大教室

医療機関・医大など
（講義） 医療機関など

（聴講者）
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(2) システム構成 

①機能構成 

(ⅰ)機能体系図 

 遠隔コンサルテーション・カンファレンス・教育の標準的な機能体系としては、最低限

の機能に絞った「基本参照モデル」と、より高度な機能を実現する「高機能モデル」の

2 つのモデルが考えられます。以下の機能体系図では、高機能モデルに含まれる機能を

破線で囲んであります。破線の機能は基本参照モデルの場合には省略可能です。 

 
 (ⅱ)機能一覧 

機能 
機能概要 備考 

大分類 小分類 

カンファレ

ンス機能 

会議室・機材
予約機能 

円滑な会議運営のため、参加者の会議スケジ
ュールや会議室・機材の予約を管理できるよ
うにする機能（基本参照モデルの場合には省
略可能）。 

一般企業などで、ブラウザを
通じて利用される会議室予約
システムや、病院内の医療用
機材の利用予約システムの流
用でも可能。 

テレビ会議

機能 

他拠点を呼び出し、多拠点間を結んでの映像

と音声による会議を実現する機能。必要に応

じて動画を録画して、蓄積したり、カメラが

複数の場合には切り替えたりすることがで

きる。 

 

コンテンツ
同期共有機
能 

会議で使用する資料や画像・映像データを、
接続された拠点間で共有し、画面上のポイン
タや書き込み内容の同期あるいは共有を実
現する機能。Web システムとして実現する
場合もある（基本参照モデルの場合には省略
可能）。 

施設内の PC の操作や、施設
内のデータベースのアクセス
権限を、外部の PC に与える
タイプの共有技術もあるた
め、導入にあたってはセキュ
リティ面での検討を要する。

録画再生機
能 

手術室の様子などのライブ映像を、配信と同
時に録画・蓄積しておいて、後から再生する
などの機能。 

 

管理者機能 

システム管

理機能 

各端末からの接続先をあらかじめ設定した

り、また、接続の実績管理を行い、セキュリ

ティ向上とシステムの利用状況を把握した

りするために活用する機能。 
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ユーザ権限

管理機能 

システムのセキュリティ確保のため、ユーザ

アカウントの作成・削除、ユーザ権限管理の

設定などを行う。また、実施組織で決定され

るセキュリティポリシーに従い、システムへ

のアクセスに関するルールを設定する。 

 

※高機能モデルの機能を斜体で表記。 

 

②ハードウェア・ネットワーク構成 

(ⅰ)システム概要図 

 遠隔コンサルテーション・カンファレンス・教育の標準的なシステム概要図は、次のよ

うになります。なお、ここに図示したものは基本参照モデルです。高機能モデルに関し

ては後述します。 

 下図では、具体的な業務として、①カンファレンスの依頼側の医療機関（D＋N）が支

援側の医療機関（D）とつないで会議を行う場面と、②講義の依頼側の機関（D＋N）

が支援側の医療機関（D）とつないで教育を行う場面の両方を想定しています。 

 個室、中小会議室、大会議室と、参加人数の規模によって機器の構成が異なります。 

 

【基本参照モデル】
カンファレンスサーバ

VPNルータ

・テレビ会議機能（接続制御）
・管理者機能

VPNルータ

医学生等

スピーカ
およびマイク

VPNルータ

PC

PC

会議用
マイクスピーカ

カンファレンス
端末アプリ

大型
スクリーンプロジェクタ

医療施設等
（大会議室） D+N

医師

PC

IP-VPN網

医療施設
（個室） D

データセンタ／クラウド

カンファレンス
端末アプリ

会議用
エコーキャンセラ

Webカメラ

大型モニタ

会議用
マイクスピーカ

VPNルータPC

カンファレンス
端末アプリ

カンファレンス依頼側医療施設等
（中小会議室） D+N

医師＋
コメディカル

Webカメラ

データセンタ方式と
クラウドサービス利用の
2つの方式が考えられる。

サーバ

データセンタ方式と
クラウドサービス利用の
2つの方式が考えられる。

サーバ

Webカメラ

 
 

 

(ⅱ)ハードウェア構成一覧 

 上記(ⅰ)の概要図における、具体的な機器の名称や個数等は、次のようになります。 

 PC やプロジェクタなど、導入済みの機器等で適切な性能を有するものがあれば、それ

を流用（他の用途と兼用）して、導入費用を縮減することも可能です。 
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機器名 台数 説明 備考（参考仕様等） 
カンファレンスサ

ーバ 

1台 会議室・機材予約機能、テレビ会議機能（接

続制御）を持つサーバ。 

高機能モデルでは、コンテンツ同期共

有機能及び管理機能を持つ。 

医療情報管理サー

バ 

他システ

ムを利用 

カルテの情報や画像・動画などのデータを管

理する。他システムのサーバの利用を想定。

既存システムを利用する。 

個室用 PC 既存機器

を利用 

1台/部屋 

個室で利用する PC。 既存システムを利用する。 

個室用マイクスピ

ーカ 

1台/部屋 マイクスピーカはヘッドセット装着の煩わ

しさがなく、スピーカからの音がマイクに回

りこむ影響を低減する。 

 

個室用 Web カメラ 1台/部屋 個室で使用する Web カメラ。 簡 易 型 USB2.0 の 拡 張 規 格 の

「UVC(USB ビデオクラス)」準拠製

品は、ドライバのインストールが不要

なため推奨。 

中小会議室用 PC 1台/ 

会議室 

中小会議室で利用する PC。  

中小会議室用マイ

クスピーカ 

1台/ 

会議室 

中小会議室で利用するマイクスピーカ。  

中小会議室用 Web

カメラ 

1台/ 

会議室 

中小会議室で使用する Web カメラ。 遠隔操作を行う場合は、高速動作・広

範囲撮影レンズが望ましい。Web カメ

ラ（200 万画素）。 

中小会議室用大型

モニタ 

1台/ 

会議室 

中小会議室で使用するモニタ。 32 インチフルスペックハイビジョン

テレビ。 

大会議室用 PC 1台/ 

会議室 

大会議室で利用する PC。  

大会議室用エコー

キャンセラーシス

テム 

1台/ 

会議室 

大会議室で利用するエコーキャンセラ装置。  

大会議室用スピー

カ/マイク 

1台/ 

会議室 

大会議室で利用するスピーカとマイク。 アンプ付きスピーカとマイク。マイク

は会議室の大きさに合わせて用意。 

大会議室用 Web カ

メラ 

1台/ 

会議室 

大会議室で利用する Web カメラ。 遠隔操作を行う場合は、高速動作・広

範囲撮影レンズが望ましい。Web カメ

ラ（200 万画素）。 

大会議室用大型プ

ロジェクタ 

1台/ 

会議室 

会議室用の大型プロジェクタ。 大型スクリーンに投影するプロジェク

タ。 

VPN ルータ 1台/拠点 拠点間をセキュアな VPN 接続するために

利用。 

 

光回線 1回線/ 

拠点 

画像・動画の表示機能には推奨。  

 

 

(ⅲ)高機能モデル 

 本種別の高機能モデルのハードウェア・ネットワーク構成図を以下に示します。基本参

照モデルとの相違点は以下の 2 点です。  

1. カンファレンスサーバの機能拡大 

会議室・機材予約機能、録画・再生機能など 

2. コンテンツ同期共有機能 

既存の医療情報管理サーバにある情報を多端末で同時共有するためには、新規のソ

フトウェア開発やサーバの追加が別途必要になります。 
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【高機能モデル】カンファレンスサーバ

VPNルータ

VPNルータ

医学生等

スピーカ
およびマイク

VPNルータ

PC

PC

会議用
マイクスピーカ

カンファレンス
端末アプリ

大型
スクリーンプロジェクタ

医療機関等
（大会議室） D+N

医師

PC

IP-VPN網

医療機関
（個室） D

データセンタ／クラウド

カンファレンス
端末アプリ

会議用
エコーキャンセラ

Webカメラ

大型モニタ

会議用
マイクスピーカ

VPNルータPC

カンファレンス
端末アプリ

カンファレンス依頼側医療機関等
（中小会議室） D+N

医師＋
コメディカル

Webカメラ

データセンタ方式と
クラウドサービス利用の
2つの方式が考えられる。

サーバ

データセンタ方式と
クラウドサービス利用の
2つの方式が考えられる。

サーバ

Webカメラ

・会議室・機材予約機能、録画
・テレビ会議機能（接続制御）
・コンテツ同期共有機能
・管理者機能
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(3) 業務の流れ 

遠隔コンサルテーション・カンファレンス・教育における、各関係者による利用の流れ（イ

メージ）は、概ね次のようになります。なお、本種別では多様な利用場面が考えられますが、

ここでは以下の利用場面を想定しています。 

 

No 
依頼側医療機関（診療所等）の 

医師（D1）・コメディカル（N） 

支援側医療機関（中核病院等） の 

医師（D2） 

1  カンファレンスの世話役が、支援側の医

師と連絡を取り、カンファレンス関係者

のスケジュール調整と施設・機器の予約、

事前準備を行う。 

 スケジュール調整、施設・機器の予約、

事前準備を行う。 

2   カンファレンス当日、開始時刻までに、

自室のPCのカンファレンス端末アプリ

を立ち上げておく。 

3  カンファレンスの世話役がカンファレン

ス端末アプリを立ち上げ、支援側医療機

関と接続する（カンファレンス開始）。 

 依頼側医療機関と接続する（カンファレ

ンス開始）。 

4 

 

  ・自分が管理するプレゼン資料の画像

を端末アプリ経由で相手方と共有

し、ページをめくりながら解説。 

5 ・マイクスピーカを通じ、D1 や N が自

由に発言する。 

 

6  ・依頼側からの質疑応答等に対応する 

7  カンファレンス終了。端末アプリをオフ

ラインにする。 

 カンファレンス終了。端末アプリをオフ

ラインにする。 

※システムを使って行われるものは下線で表記 

 

 

 

利用場面：カンファレンス依頼側から支援側の医師に、ある症例に関する説明を依頼した。依頼側では

医師と複数のコメディカルが大画面モニタと会議用マイクスピーカを備えたカンファレンス・ルームか

ら参加。委託先の医師は自室の PC と会議用マイクスピーカで対応する。 
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(4) 構築パターン 

 遠隔コンサルテーション・カンファレンス・教育の主要な導入パターンとして、大きくは、

システム独自調達とクラウドサービスの利用の 2 つに分けられます。 

なお、最も安価なシステムとしては、通話品質や確実性のレベルが低い無償のインターネッ

トビデオ通話サービスを活用するケースも考えられます。また、通信機器メーカが提供する端

末とコンテンツ同期・共有を可能にする高機能なシステムなど多様な選択肢があります。 

 

 

① システム独自調達 

(ⅰ)概要 

 (2)②(ⅰ)システム概要図にある全ての機器を導入します。カンファレンスサーバの機能

はテレビ会議機能の接続制御機能と管理者機能となります。 

 会議室・機材予約の機能、コンテンツ同期共有機能、録画・再生機能は下記の「費用の

目安」には含みません。 

 

(ⅱ)費用の目安  

 利用条件 2 拠点間、個室 2、中小会議室 2、大会議室 1 

 初期費用 325 万円程度 

 運用費用 180 万円程度 

 

 

② クラウド利用 

(ⅰ)費用の目安  

 利用条件 2 拠点間 個室 2、中小会議室 2、大会議室 1 

 初期費用 220 万円程度 

 運用費用 110 万円程度 
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４．遠隔診療 

(1) 遠隔診療とシステムの概要 

①遠隔診療とは 

遠隔診療とは、テレビ電話等のICTを活用して、遠隔地の医師が診療行為を行うものです。

より効果を高めるために、コメディカルが患者宅を訪問して機器の取扱いや診察のサポート

を行いながら医師が診断したり、医師によるコメディカルへの投薬指示などの治療を併せて

行ったりする場合もあります。遠隔診療を導入することで、次のような効果を期待すること

ができます。 

 

 患者の受診機会の拡大 

 患者と医師の身体的・経済的・時間的負担の軽減 

 テレビ会話により医師の顔が見えることによる患者の安心感の向上 

 

へき地では医師の数が不足している上、患者宅が医療機関から離れた場所に散在しており、

医師の往診や患者の通院は身体的、経済的、時間的な面で多大な負担になるため、患者の受

診機会が制限されることにつながります。 

遠隔診療を導入することは、医師の往診や患者の通院などにかかる様々な負担を軽減し、

患者の受診機会を拡大することにつながります。医師と患者がマンツーマンで直接テレビ電

話の画面を見ながら診療することで、対面診療に近い形で的確に患者の病状を把握でき、個々

の患者に対し質の高い診療サービスの提供が可能になるとともに患者の安心感を確保するこ

とが可能となります。 

 

 

②遠隔診療システムの概要 

遠隔診療システムは、遠隔地の医師がテレビ電話等の ICT ツールを活用して、患者の顔色

や表情、動作等を確認しながら問診を行うことや、ハンディカメラで患部の拡大映像を伝送

して患者の症状を的確に把握することにより、的確な診療を行うことを支援するものです。 

基本的な仕組みはテレビ電話ですが、患者宅にテレビ電話端末が設置されていない場合に

は、コメディカルが携帯型のテレビ会議端末（以下「携帯医療端末」といいます。）を持参す

るなどして、患者宅の BB ルータ等に接続し、遠隔地の医師のテレビ会議端末との間で回線

を確立します。また、携帯医療端末には、一般的に患部を詳細に撮影できるカメラ機能や、

会話画面の中で双方がハンディカメラの画像を確認するための PinP 機能が付加されたもの

が使用されます。さらに、テレビ電話だけではなく、周産期妊婦の胎児心拍数や、心電図デ

ータ等を伝送可能な端末もあります。 

なお、ネットワーク品質の確保の観点から、従来は有線ネットワークの利用が推奨されて

いましたが、安定した品質とセキュリティが確保されるのであれば、無線ネットワークの利

用も選択肢の 1 つとなります。 

また、医師と患者の遠隔診療のスケジュールの調整のためのタスク管理機能や、地域住民

の医療関係情報交換や広報のための SNS 機能などを付加することもあります。 

そのほかに、患者の診察履歴、既往症、診療や投薬履歴等の情報や、医師による診断結果
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及び治療指示を、電子カルテに登録するための電子カルテ連携機能、体温・血圧等のバイタ

ルデータを登録する等の機能を持つ「携帯医療端末」も考えられますが、本書ではそれらの

機能は高性能な機能と位置づけています。 

 

背景と課題 

●患者の遠地への通院の身体的・経済的・時間的負担を軽減したい 

●医師の診療回数の拡大と患者の受診機会を拡大したい 

●遠隔診療でも患者個人個人の状況に応じた質の高い診療サービスを提供したい 

 

 

 

 

遠隔診療

患者在宅

医療機関

患者在宅

患者の身体的、経済的、時間的負担の軽減
患者の受診機会の増加
医師の身体的、時間的負担の軽減

①予定に基づき端末接続
②テレビ電話で患者の容態通知
③問診、診断
④患部の診断（ハンディカメラ）
⑤投薬や治療の指示

主治医

携帯医療端末

常設医療端末

情報通信ネットワーク

患者・コメディカル

患者・コメディカル
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(2) システム構成 

①機能構成 

(ⅰ)機能体系図 

 遠隔診療の標準的な機能体系としては、最低限の機能に絞った「基本参照モデル」と、

より高度な機能の「高機能モデル」の 2 つのモデルが考えられます。以下の機能体系図

では、高機能モデルに含まれる機能を破線で囲みました。 

 
 

 基本参照モデルは携帯医療端末のテレビ電話機能を利用し、医師と患者が双方向のコミ

ュニケーションをとるモデルで、体温、血圧などのバイタルデータは口頭で医師に報告

します。 

 高機能モデルは、上記の機能に加え、携帯医療端末とバイタルセンサのオンライン接続

機能、携帯医療端末と遠隔医療サーバによるタスク管理機能や SNS による地域の医師

や患者のコミュニティの情報交換機能、携帯医療端末からの電子カルテ情報の参照機能

を持つものです。 

 

(ⅱ)機能一覧 

機能 
機能概要 備考 

大分類 小分類 

コミュニケ

ーション機

能 

テレビ通話

機能 

医師と患者をつなぎ、相互に表情や顔色を確認

しながら、問診を行うための機能。 

カンファレンスシステムの

機能を流用することも可

能。高機能モデルでは、患

者から医師に向けて送信す

る映像は、患者の状態を的

確に判断できるよう、色の

再現性が高い機器を採用。

ハンドカメ

ラ機能 

医師が患者の患部を観察するため、患者側のカ

メラ入力を手持ちカメラに切り替え、コメディ

カルが患部を拡大撮影できる機能。（その場

合、PinP 機能により、医師側に送られる映像

をコメディカルが確認できることが望まし

い。） 

遠隔診断支
援機能 

カ ル テ 参
照・記入・同
期機能 

診療の対象となる患者のカルテデータを医師
とコメディカルの間で参照・記入し、医師とコ
メディカル用端末の間で表示を同期させる機
能。 

電子カルテシステムとの連
動を推奨。 
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機能 
機能概要 備考 

大分類 小分類 
医療機器制
御機能 

バイタルセンサなどの医療機器から患者のバ
イタルデータなどを収集する機能。機器によっ
ては医師が遠隔操作可能にする場合も。（基本
参照モデルの場合には省略） 

 

バイタルデ
ータ管理機
能 

バイタルセンサなどから収集された患者のバ
イタルデータをサーバに保管し、後で参照可能
にする機能。（基本参照モデルの場合には省
略） 

電子カルテシステムとの連
動を推奨。 

タスク管理機能 

当日行う診療のスケジュールや業務内容につ
いて、コメディカル、医師、その他の関係者（自
治体など）の間で調整し、共有し、実績を記録
する機能。コメディカルと医師との間では、診
療を予定している患者のリストなど、電子カル
テ以外の患者に関する情報を共有する機能。
（基本参照モデルの場合には省略） 

一般的なグループウェアの
スケジュール管理や会議室
の機能を使用する方法でも
実現可能である。ただし、
プライバシー情報などの管
理に注意を要する。 

SNS 機能 

地域の医療に関する医師、コメディカル、患者
などの情報交換や、医師の診察スケジュールな
どの情報交換などに利用される機能。 

一般的に公開されている
SNS などの機能を利用す
ることもできるが、プライ
バシー情報などの取扱いに
注意を要する。 

管理者機能 

システム管

理機能 

システム利用の実績管理を行い、セキュリティ

向上と利用状況の把握のために活用する。また

データのバックアップを行う。 

 

ユーザ管理

機能 

システムのセキュリティ確保のため、ユーザア

カウントの作成・削除、ユーザ権限管理の設定

などを行う。また、組織で決定されるセキュリ

ティポリシーに従い、システムのアクセスに関

するルールを設定する。 

 

※高機能モデルの機能を斜体で表記。 
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②ハードウェア・ネットワーク構成 

(ⅰ)システム概要図 

 遠隔診療の標準的なシステム概要図は、次のようになります。なお、ここに図示したも

のは基本参照モデルです。高機能モデルは後述します。 

 

医療情報管理サーバ
（既存）

電子カルテ
画像・動画

医師

医療機関 医師
(D)

VPNルータIP-VPN網

患者の自宅 コメディカル(N)
＋患者(P)

患者コメディカル

ハンディカメラ

【基本参照モデル】

データセンタ方式と
クラウドサービス利用の
2つの方式が考えられる。

サーバ

データセンタ方式と
クラウドサービス利用の
2つの方式が考えられる。

サーバ

携帯医療端末

VPNルータ

診療開始
の確認

診療開始
の応答

既存の携帯電話バイタルセンサ

PC
モニタ

Webカメラ

 
 

(ⅱ)ハードウェア構成一覧 

 上記(ⅰ)の概要図における、具体的な機器の名称や個数等は、次のようになります。 

 設置場所は医療機関と拠点（患者の自宅及びコメディカルの携帯する設備）となります。 

 PC など、導入済みの機器等で適切な性能を有するものがあれば、それを流用（他の用

途と兼用）することで、導入費用を縮減することが可能です。 

 

機器名 台数 説明 備考（参考仕様等） 
医療機関用 PC 

及びモニタ 

既存機器を利用 

1台/医療機関 

医師が患者とテレビ会議ができるPCとモ

ニタ。 

既存設備を利用する。 

高精細な画像を表示するために、メモ

リは 8GB 以上が推奨。 

モニタは百万画素以上を推奨。 

通知・依頼用携

帯電話 

既存機器を利用/

医療機関・拠点 

診断の開始準備の完了など、コメディカル

と医師との連絡のために利用する携帯電

話。 

既存システムを利用する。 

医療情報管理サ

ーバ 

他システムを利

用 

カルテの情報や画像・動画などのデータを

管理する。 

既存システムを利用する。 

カンファレンス

システム 

既存システム テレビ会議、コンテンツ同期共有を行うサ

ーバ。 

既存システムを利用する。 

携帯医療端末 1台/拠点 コメディカルが携帯するテレビ通話機能

を持つ端末で、医師と患者・コメディカル

が会話に利用する。 

ハンディカメラを接続し、映像を後れ

る。 

医 療 機 関 用

Web カメラ 

1台/医療機関 医師の画像を送付する。 Web カメラ（200 万画素程度）。 

VPN ルータ 1台/ 

拠点・医療機関 

拠点間をセキュアなVPN接続するために

利用。 

 

光回線 1回線/拠点・医

療機関 

画像・動画の表示機能には推奨。  
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(ⅲ)高機能モデル 

 高機能モデルのシステム概要図を以下に示します。基本参照モデルとの相違点は以下の

３点です。  

1. バイタルセンサのオンライン化 

 計測したバイタルデータを自動的に登録する機能 

2. 遠隔医療サーバの機能拡充（タスク管理、SNS 機能） 

 診察のスケジュール調整や地域のコミュニティでの情報交換 

3. 電子カルテの遠隔地からのアクセス  

患者の病歴情報の参照や、診断結果の登録をする電子カルテ連携 

 

（追加機器） 

機器名 台数 説明 備考（参考仕様等） 
遠隔診療サーバ 1 台 カルテ参照・記入・同期、医療機器制御、

バイタルデータ管理、タスク管理の各機能

及び管理者機能を提供するサーバ 

基本参照モデルでは、本設備は不要。

バイタルセンサ 1 式/拠点 体温・血圧・脈拍などを計測しデータを自

動登録するため、コメディカルが利用す

る。 

基本参照モデルでは、各種バイタルデ

ータはコメディカルが器具で測定し口

頭で医師に報告する。 

 

医療情報管理サーバ
（既存）

電子カルテ
画像・動画

VPNルータ

PC
モニタ

医師

医療機関 医師
(D)

IP-VPN網

Webカメラ

患者の自宅 コメディカル(N)
＋患者(P)

患者コメディカル

ハンディカメラ

データセンタ／
クラウド

【高機能モデル】

データセンタ方式と
クラウドサービス利用の
2つの方式が考えられる。

サーバ

データセンタ方式と
クラウドサービス利用の
2つの方式が考えられる。

サーバ

携帯医療端末

診療開始
の確認

診療開始
の応答

カンファレンスシステム（既存）

・テレビ通話機能

既存の携帯電話

遠隔診療サーバ

・医療機器制御機能
・バイタルデータ管理機能
・タスク管理機能
・ＳＮＳ機能
・管理者機能

バイタルセンサ

電子カルテ連携

患者の診断履歴な
どの参照など

VPNルータ
VPNルータ
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(3) 業務の流れ 

 遠隔診療における、各関係者による利用の流れ（イメージ）は、概ね次のようになります。

想定した利用場面は以下のとおりです。 

 

No 患者・利用者（P）、コメディカル（N） 医療機関（中核病院等）の医師（D） 

1  （前回の）診療後、N が、次回診療日時

のスケジュール調整を行う。 

 次回診療日時のスケジュール調整を行

う。 

2   診療当日、診療予定の P のカルテ情報を

確認しておく。 

3  N が P を訪問する。 

 P への問診内容やバイタルデータの計

測結果をメモに取る。 

 患部や患者の容態を事前に確認する。 

 

4  携帯電話で携帯医療端末（テレビ電話）

を接続する旨を D に連絡する。 

 携帯電話を受け、了解する。  

 

5  携帯医療端末（テレビ電話）を接続する

（診療開始）。 

 携帯医療端末（テレビ電話）を接続する

（診療開始）。 

 

 

 

 

・N がバイタルデータ値を報告する。

・D の指示でハンディカメラを使い患

部を撮影し、D に送信する。 

 ・バイタル値や病状を確認する。 

・P への問診、患部の診察を行う。 

6  ・P に診断結果を伝え、N に投薬等の

指示を行う。 

7  診察を終了。接続を切断する。  診察を終了。接続を切断する。 

8  N が D の指示に従い、投薬等を行う。

 N が患者宅を出る。 

 

 

9   カルテへ結果等を記入する。 

 次の患者の診療の準備をする。 

10  次の患者宅を訪問する。  

11  N が本日の診療の終了を D と確認する。  本日の診療の終了を N と確認する。 

※システムを使って行われるものは下線で表記 

 

利用場面：携帯医療端末を持ってコメディカルが患者宅を訪問し、携帯医療端末のテレビ通話機能を中

心に医師とコメディカルと患者が診断と治療を進める。 



4.遠隔診療 

39 

(4) 構築パターン 

遠隔診療の主要な導入パターンは、テレビ電話機能付きの携帯医療端末を利用した基本参照

モデルになります。クラウドを利用したテレビ会議システムを活用するケースも考えられます

が、下記では「患者の自宅」の端末と「医療機関」の端末をポイントツーポイントで接続する

方式を想定して費用を算出しています。 

 

(ⅰ)概要 

 (2)②(ⅰ)システム概要図の「患者の自宅」と「医療機関」にある機器（2 拠点）を導入

します。 

 固定回線を利用したモデルです。 

 

(ⅱ)費用の目安  

 利用条件 コメディカルの携帯医療端末 1 セット、医師 1 セット   

 自宅側 初期費用は 50 万円程度、運用費用は 12 万円程度 

 医師側 初期費用は 17 万円程度、運用費用は 12 万円程度 

※携帯端末を 1 台 50 万円、既存のカンファレンス機能を使用した場合です。  
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５．遠隔健康管理・健康相談 

(1) 遠隔健康管理・健康相談とシステムの概要 

①遠隔健康管理・健康相談とは 

遠隔健康管理・健康相談は、ICT を活用して、遠隔地の健康管理者や健康指導者（以下「健

康管理者等」といいます。）が健康管理を必要とする住民（例えば、特定疾病患者、在宅介護、

高齢者や交通へき地の住民など）の健康を増進させるために、住民のバイタルデータを収集

して健康状態を把握するとともに、的確な健康相談や健康指導を行うものです。また、住民

の健康増進に加えて、将来的な医療費や介護費の削減につなげることも目的の 1 つです。 

遠隔健康管理・健康相談を導入することで、次のような効果を期待することができます。 

 住民と健康管理者等のバイタルデータ収集の負担軽減 

 健康管理・健康相談に伴う身体面、経済面、時間的な負担の軽減 

 住民の健康管理・健康相談の機会の拡大 

住民の健康管理・健康相談を行うには、住民が遠隔地にある健康センタ等に足しげく通う

必要があり、住民にとって多大な負担となることから、健康増進を阻害することになりかね

ません。また、健康管理者等が健康センタ等でバイタルデータの計測作業に従事することの

負担や健康管理者等が一人で管理指導できる住民の人数にも限界がありました。 

遠隔健康管理・健康相談を導入することで、住民が健康センタなどに通う必要がなく、住

民自身が計測したバイタルデータの収集が可能となり、健康管理者等や住民の身体的、経済

的、時間的な負担が軽減されることになります。 

これにより、健康管理者等は、より多くの住民に健康管理・健康相談サービスを提供でき、

住民の健康管理・健康相談の機会を拡大することができます。また、高機能なサービスとし

てテレビ電話での画像・音声による双方向のコミュニケーションにより、バイタルデータで

は判らない住民の健康状態をより的確に把握するとともに、住民の健康不安を払拭する質の

高い健康管理を提供することができます。 

 

②遠隔健康管理・健康相談システムの概要 

遠隔健康管理・健康相談は、地域住民が自身で測定した体温や血圧等のバイタルデータを

インターネット経由等により遠隔地のサーバに登録し、許可された健康管理者等がそれらを

閲覧し、必要に応じてテレビ電話による問診を行うこと等により、当該住民の健康状態を的

確に把握して、健康相談や健康指導を行うものです。 

基本的な仕組みは、住民自身が測定したバイタルデータをインターネット経由で遠隔地の

サーバに登録し、遠隔地の健康管理者等がデータを把握・分析することを支援する機能を提

供するものです。 

体温や血圧等を測定するバイタルセンサの中には、PC 等との通信機能を有し、自動的に

バイタルデータの転送が行える等、便利な機能を有する機器もあります。 

また、テレビ電話等の活用により、顔色や表情等のデータだけでは分からない健康状態の

把握を健康管理・健康相談に組み入れているケースもあります。 

なお、比較的多機能な健康管理・健康相談サーバでは、健康管理者等や各住民個人の健康

目標の設定やバイタルデータを基にした進捗状態管理のための表示機能、収集データの分析

や異状状態の検出など、健康管理を支援する機能を提供します。 
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さらに、体温、血圧、心拍数、歩数などを自動的に測定するとともに、システムが自動的

にデータの登録をしたり、収集したバイタルデータをモニタリングし、リアルタイムにアラ

ームを出したり、住民へ通知したりする付加価値の高い機能なども考えられます。 

 

背景と課題 

●住民や健康管理者等のバイタルデータ収集の負担を軽減したい  

●少人数の健康管理者等により多くの住民の健康管理をしたい  

●データでは判らない健康状態の把握や対面相談で健康不安を払拭したい  

 

 

 

遠隔健康管理・健康相談

住民自宅

健康管理センタ等
（健康管理者）

医療機関
（医師）

①健康目標設定
②バイタルデータの収集・登録
③健康増進状態通知・健康指導
④テレビ会話で問診・相談・指導

地域健康センタ等

必要に応じて
上申

地域の健康福祉課

情報通信ネットワーク

保健指導を
要する住人

住民と健康管理者等の健康情報の収集の負担軽減
健康管理・健康相談に伴う身体面、経済面、時間的な負担の軽減
健康管理・相談サービス機会の拡大

保健指導を
要する住人

計測機器

保健指導を
要する住人

問診・相談・
指導等

医師

遠隔健康管理・健康相談

住民自宅

健康管理センタ等
（健康管理者）

医療機関
（医師）

①健康目標設定
②バイタルデータの収集・登録
③健康増進状態通知・健康指導
④テレビ会話で問診・相談・指導

地域健康センタ等

必要に応じて
上申

地域の健康福祉課

情報通信ネットワーク

保健指導を
要する住人

住民と健康管理者等の健康情報の収集の負担軽減
健康管理・健康相談に伴う身体面、経済面、時間的な負担の軽減
健康管理・相談サービス機会の拡大

保健指導を
要する住人

計測機器

保健指導を
要する住人

問診・相談・
指導等

医師
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(2) システム構成 

①機能構成 

(ⅰ)機能体系図 

 遠隔健康管理・健康相談システムの標準的な機能体系としては、住民自身による健康管

理を支援する「自己管理型」と、健康管理者等から指導を得られるテレビ通話機能をも

った「高機能モデル」の 2 つに分けられます。次の体系図において、高機能モデルの機

能は破線で囲みました。 

 基本参照モデルとなる自己管理型は、自宅のパソコンや携帯電話とネットワーク型のバ

イタルセンサを利用し、メール機能で健康状態の連絡をもらいます。 

 高機能モデルは、テレビ通話機能を持つ専用のタッチスクリーン端末を利用し、医師や

健康管理者等と会話をしながら健康管理・健康相談を行うものです。 

  

 

(ⅱ)機能一覧 

機能 
機能概要 備考 

大分類 小分類 

バイタルデータ収集機能 

患者が自らバイタルデータ・センサを装着

してバイタルデータを収集し、端末を操作

してセンタにあるサーバにデータをアップ

ロードする機能。接続方法としてはインタ

ーネットと携帯網の両方があり得る。測定

対象は血圧、体重、運動量（歩数）等。 

センサを組み込み、アップロード

操作のインターフェースを備え

た一体型の筐体が、テレビ通話端

末と別に用意される場合が多い。

なお、基本参照モデルでは手入

力、高機能モデルでは自動収集が
考えられる。 

健康管理

機能 

バイタルデー

タ履歴分析・

表示機能 

端末から集めたバイタルデータをデータベ

ースに格納しておき、本人又は健康管理者

等がバイタルデータを分析し、表示する機

能。 

テレビ会議型の高機能モデルで

は、バイタルセンサの種類によっ

ては、現在の値を通知するリアル

タイム性の実現も考えられる。 

健康目標管理

機能 

住民が自分の画面で目標値との比較ができ

る機能。 

自己管理型では、住民自身が十分

操作可能であり、そのための堅牢

性、操作性、自動化が実現され、

自動的なアドバイスやレコメン

デーションを受けられる。 
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機能 
機能概要 備考 

大分類 小分類 
リアルタイム
モニタリング
機能 

バイタルデータ収集の漏れ・抜けや、デー
タの異常値の検出を行い、必要があれば健
康管理者等や医師への自動通知を行う機
能。（基本参照モデルでは省略） 

通知は緊急を要する場合がある
ので、携帯電話などに自動的に送
られることが望ましい。 

テレビ通話機能 

住民の元にあるテレビ通話用端末と、健康
管理者等の元にある同様の端末や PC を接
続し、住民と健康管理者等が会話を行う機
能。端末は 1 対 1 で会話する場合、会話中
の双方の視線が一致することが望ましい。

カンファレンスシステムの機能
を流用することも可能。 

タスク管理機能 
健康管理者等の住民の相談業務のスケジュ
ール管理と、業務実績の記録を行う機能。
（基本参照モデルでは省略） 

グループウェアなどを使用する
方法でも実現可能。 

管理者機

能 

システム管理

機能 

システム利用の実績管理を行い、セキュリ

ティ向上と利用状況の把握のために活用す

る。また、データのバックアップを行う。

 

ユーザ管理機

能 

システムのセキュリティ確保のため、ユー

ザアカウントの作成・削除、ユーザ権限管

理の設定などを行う。また、組織で決定さ

れるセキュリティポリシーに従い、システ

ムのアクセスに関するルールを設定する。

 

※高機能モデルの機能を斜体で表記。 

 

 

②ハードウェア・ネットワーク構成 

(ⅰ)システム概要図 

 遠隔健康管理・健康相談（自己管理型）の標準的なシステム概要図を以下に示します。

なお、ここに図示したものは基本参照モデルです。高機能モデルは後述します。 

データセンタ／
クラウド

遠隔健康管理・健康相談サーバ

・バイタルデータ履歴分析・表示機能
・健康目標管理機能
・管理者機能

VPNルータ

【基本参照モデル】
自己管理型

既存のＰＣ＋イン
ターネットや
携帯電話を利用。

自己管理型

バイタル
センサ

患者

・バイタルデータ収集機能
・健康目標管理機能

データセンタ方式と
クラウドサービス利用の
2つの方式が考えられる。

サーバ

データセンタ方式と
クラウドサービス利用の
2つの方式が考えられる。

サーバ

PC

電子カルテ・
画像・動画
データの利
用

医師または健康指導者
(N, D)

VPNルータ

医療情報管理サーバ
（既存）

医師または
コメディカル

テレビ通話機能

IP網

ルータ
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(ⅱ)ハードウェア構成一覧 

 上記(ⅰ)の概要図における機器の名称や個数等は、次表のようになります。 

 PC、携帯電話など、導入済みの機器を利用します。 

 

機器名 台数 説明 備考（参考仕様等） 
遠隔健康管理・健康

相談サーバ 

1台 住民からのバイタルデータ管理、医療相談

のタスク管理、管理者機能を提供するサー

バ。 

 

 

医療情報管理サー

バ 

他システム

を利用 

カルテの情報や画像・動画などのデータを

管理する。 

既存システムを利用。 

バイタルセンサ 1台/住民 バイタルセンサとして体重計・体脂肪計、

血圧計を装備したネットワーク対応機器。

 

携帯電話 または

PC  

1台/住民 ネットワーク型のバイタルセンサを接続

しセンタと通信する通信機器。 

既存の設備の利用が可能。 

（無い場合は新規導入） 

医療機関用 PC 既存機器を

利用 

1台/医療機

関 

医師又は健康管理者等が、患者の健康目標

や進捗管理をするためのＰＣ。 

既存の設備を利用。 

緊急用携帯電話 既存機器を

利用 

住民やコメディカルが利用している携帯

電話に緊急通知する。 

既存システムを利用。 

VPN ルータ 1台/医療機

関 

拠点間をセキュアなVPN接続するために

利用。 

 

ルータ 1台/住民宅 住民宅で利用するルータ。携帯電話を利用

する場合は不要。固定回線を利用する場合

には必要となる。 

既存の設備を利用。 

（無い場合は新規導入） 

光回線 1回線/住民

の拠点・医療

機関 

画像・動画の表示機能には推奨。  

 

(ⅲ)クラウドサービスの利用  

 健康管理・健康相談のクラウドサービスでは、サーバ機能をサービスで利用します。住

民及び健康管理者等は、端末システムのみ導入します。 

 

(iv)高機能モデル 

 高機能モデルでは、テレビ電話機能付き端末の他に以下の機能が考えられます。 

・テレビ電話機能付きバイタルデータ収集端末 

・バイタルデータの自動登録（手入力が不要になる） 

・リアルタイムモニタリング機能 

・タスク管理機能（健康管理者等向け） 

 

  （追加機器） 

機器名 台数 説明 備考（参考仕様等） 
テレビ電話・タッチ

スクリーン端末 

1台/住民宅 住民の自宅で利用するテレビ電話 高機能モデルで利用。 

医療機関用会議マ

イクスピーカ 

1台/医療機

関 

マイクスピーカはヘッドセット装着の煩

わしさがなく、スピーカからの音がマイク

に回り込む影響を低減する。 

高機能モデルで利用。 

医療機関用 Web カ

メラ 

1台/医療機

関 

遠隔地のコメディカルの画像を送付する。 高機能モデルで利用。Web カメラ

（200 万画素）。 
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データセンタ／
クラウド

遠隔健康管理・健康相談サーバ

・バイタルデータ履歴分析・表示機能
・健康目標管理機能
・リアルタイムモニタリング機能
・タスク管理機能

VPNルータ

【高機能モデル】

データセンタ方式と
クラウドサービス利用の
2つの方式が考えられる。

サーバ

データセンタ方式と
クラウドサービス利用の
2つの方式が考えられる。

サーバ

PC

医師または健康指導者
(N, D)

医療情報管理サーバ
（既存）

医師または
コメディカル

Webカメラ

ルータ

テレビ電話型
(Ｎ＋P)

バイタル
センサ

患者

テレビ電話・タッチ
スクリーン端末

バイタルデータ
収集機能

・テレビ通話機能
・健康目標管理機能

IP網

電子カルテ・
画像・動画
データの利
用

VPNルータ

テレビ通話機能
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(3) 業務の流れ 

遠隔健康管理・健康相談（自己管理型の場合）における、各関係者による利用の流れ（イメ

ージ）は、概ね次のようになります。想定した利用場面は以下のとおりです。 

 

No 住民（P） 健康管理者等（N） 

1  携帯電話又は PC でシステムに接続（ロ

グイン）する。 

 

2  バイタルセンサを装着し、計測したバイ

タルデータ（血圧・心拍数等）を携帯電

話又はPCからシステムへアップロード

する。 

 今朝の体重と体脂肪率も携帯電話又は

PC に手動で入力し、システムへアップ

ロードする。 

 

3  アップロードを終えると画面が切り替

わり、グラフが表示される。目標通りの

健康管理ができているかどうかを自分

でチェックする。 

 

4   PC からシステムにログインし、P のバ

イタルデータのグラフを確認。 

 すぐに様子を確認した方がいい場合は、

携帯電話で P に連絡。 

5  N からの連絡を携帯電話に受ける。  

6   データの変化を説明しながら、生活上で

注意すべきこと、問題が生じた場合の対

応等について電話で P に指導する。 

 観察を要する場合は、指導内容等をレポ

ートにまとめメールで D に送信する。 

 担当医（D）  

7  N から送られてきたメール・レポートを

読む。 

 PC でシステムにアクセスし、P の最近

のバイタルデータを確認する。 

 手元の P のカルテも確認しながら、今後

の指導方針について、N に指示をメール

で送信する。 

 

8   D からの指示を確認。今後の指導に活か

す。 

※システムを使って行われるものは下線で表記 

※上記の例では健康管理者等をコメディカルとしていますが、医師が担う場合もあります。 

利用場面：患者が自宅に設置してあるバイタルセンサで毎日自分のバイタルデータ（血圧、脈拍、体重

等）を計測してシステムに送信。サーバに蓄積された患者のバイタルデータは、遠隔地の健康管理者等

と共有される。健康管理者等は定期的な健康相談を行ったり、異状値のアラームを通知したりする。 
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(4) 構築パターン 

 遠隔健康管理・健康相談の主要な導入パターンは、大きくはシステム独自調達とクラウドサ

ービスの利用の 2 つに分けられます。なお、機能としては、導入費用が安い自己管理型の導入

が基本になると考えられます。 

 

①システム独自調達 

(ⅰ)概要 

 (2)②(ⅰ)システム概要図の「自己管理型」の機器を導入します。 

 バイタルセンサと自宅の PC や携帯電話を接続するもので、普及を目指して価格を抑え

たモデルです。 

 

(ⅱ)費用の目安 

 初期費用： 115 万円程度（管理者側設備とサーバ）、2.5 万円程度（住民１名） 

※住民の PC 及びインターネット回線又は携帯電話を利用します。 

 運用費用： 年間 120 万円程度 

 

 

②クラウドサービスの利用 

(ⅰ)概要 

 クラウドサービスを利用し、健康管理者等側にも住民と同様の端末を導入する。 

 

(ⅱ)費用の目安 

 利用条件： 住民 100 人以上が利用する場合 

 初期費用： 328 万円程度（管理者１セット）、2.5 万円程度（住民１名） 

※住民の PC 及びインターネット回線又は携帯電話を利用します。 

 運用費用： 年間 150 万円程度（100 人あたり） 

 

 

 



6.導入の手順 

48 

６．導入の手順 

(1) 標準的な推進体制 

①協議会 

遠隔医療は様々な関係者の連携・協力により実現するため、医療機関、自治体、ベンダとい

った利害関係者（ステークホルダ）が集まって「協議会」を組織し、実施にあたっての中心的

役割を果たす例も多く見られます。協議会については、 

・新規に設立する場合 

・行政内部に設立する場合 

・医師会がその役割を担う場合 

等が考えられます。 

協議会を設立し、各ステークホルダが積極的に参加することは、遠隔医療事業の重要な成功

要因となります。 

システムの導入・運営に係る体制、関係者の構成は、次の図のような体制が標準的です。 

 

協議会

支援依頼
依頼側

医療機関

自治体

支援側
医療機関 支援

医療機関

調整等

ｻｰﾋﾞｽ

患者・
住民

ベンダ
委託

委託
システム

構築

システム
構築 医療

関係機関
調整等

ｻｰﾋﾞｽ

 

【推進体制イメージ図】 

 

なお、「協議会」が担う役割としては、以下のようなものが想定されます。 

 

1.検討・企画 ・ニーズ調査、関係者の役割分担の調整等、全体的な取りまとめの実施。

2.準備 
・システムを活用した医療提供・活動の立案、関係者への説明の実施、

テスト運用への協力等、全体を俯瞰した総合調整等。 

3.運用 
・運用状況の確認、運営体制の改善、システムの展開・見直しの検討等

の実施。 
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②体制面での注意事項 

遠隔医療を導入するにあたっては、大前提として、地域における医療提供体制が整っている

こと、その上で事業継続性を担保するためのしっかりとした体制を作ることが必要となります。

地域の全ての医療機関が名簿のように並ぶ形式的な医療機関間での連携体制ではなく、実際に

機能し、活発なコミュニケーションが行われる体制づくりが重要になります。 

遠隔医療は複数の医療機関間での情報共有・コミュニケーションであることから、新たにコ

ミュニケーションの関係構築を図るより、地域に既にあるクリティカルパス等に基づく医療機

関間の連携体制を活用する方が、容易かつ効果的な場合が多いようです。医療計画に基づき既

に 2 次医療圏単位で 4 疾病 5 事業に関するクリティカルパスが整備・運用されていることか

ら、この枠組みの中で ICT の活用を推進することにより、遠隔医療の継続的かつ実質的な活用

が期待されます。 

また、事業継続性を担保していく上でも、遠隔医療の導入に併せて初めて参加機関間で体制

を構築し、コミュニケーションを図るよりは、既存のコミュニケーションの枠組みを上手く取

り込んで、その上で、不十分な点や改善する点を明確にして、運営体制を構築・拡充していく

方が効率的と言えましょう。 

例えば、医師会は、これまで地域で様々な活動を展開してきており、一定の組織力・事業推

進力を持ち合わせていることから、医師会に推進体制の中核的な役割の一翼を担ってもらうこ

とも考えられます。 

また、クリティカルパスの中核的立場に位置する地域の大病院（複数）の連合体を遠隔医療

事業の運営主体としたり、地域医療連携推進協議会といった推進組織が設けられていれば、そ

うした協議会を遠隔医療でも運営主体としたりすることも考えられます。 
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(2) 標準的な導入手順と各取組事項の関係者 

 

遠隔医療システムの導入については、「検討・企画」「準備」「運用」の段階に応じて事業を推

進していくこととなりますが、標準的な導入の流れは以下のとおりです。ただし、検討状況に

よっては、複数の手順を同時に検討することもあります。 

また、円滑な意思疎通・合意形成を図るためには、検討段階の初期から、各関係者との意見

調整を行うことが必要です。 

以下は、協議会を中心に据えた場合の取組・役割分担の例です。 

 

フ
ェ
ー
ズ 

手順 取組事項 

関係者の役割分担 

協
議
会 

自
治
体 

医
療
機
関 

医
療
関
係
機
関

医
師
会 

ベ
ン
ダ 

１ 

検
討
・
企
画 

①事前調査 

地域のニーズ、協力体制の実現性等を調

査・把握 
◎ ☆ ○ ○   

他地域での導入事例の調査 ◎ ☆    ○

②基本検討 

取扱情報や利用者の範囲、必要な機能・

性能等、基本要件を整理 
◎ ☆    ○

基本要件を示し、複数業者に提案依頼 ◎ ☆    ○

業者からの提案を比較検討 ◎ ☆    ○

③詳細検討 
詳細な運用手順、運用ルール等の検討 ◎ ☆    ○

基本要件を踏まえ、経費を積算 ◎ ☆    ○

２ 

準
備 

④体制作り 
参加医療機関への説明・協力依頼 ◎ ☆     

関係者との役割分担の明確化 ◎ ☆     

⑤導入・構築 

導入・構築ベンダの選定 ◎ ☆ ○ ○ ○ ○

機器・設備等の調達・設置   ○ ○ ○ ◎

システムテスト・検収等 ◎ ☆    ○

⑥運用準備 

必要な情報の登録   ○ ○ ○ ◎

医療機関等への説明 ☆ ◎ ○ ○ ○  

患者・住民等への周知のための広報 ☆ ◎     

テスト運用  ○ ○ ○ ○ ◎

  

３ 

運
用 

⑦本運用 
運用状況の確認 ☆ ◎    ○

システムの展開・見直しの検討等 ☆ ◎    ○

⑧評価 

評価体制・方法の検討 ☆ ◎ ○ ○   

評価の実施 ☆ ◎ ○ ○ ○ ○

評価結果を受けた改善・対策の実施  ◎ ○ ○ ○ ○

◎＝主担当、○＝副担当（参加者）、☆＝場合によっては主担当 

※医療関係機関：病院、診療所以外の介護施設等の地域の関係団体 
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(3) 関係者の基本的な役割 

 

遠隔医療では、地域の幅広い立場の人々が様々な役割で関与します。 

ここでは、平成 20・21 年度に総務省が実施した遠隔医療モデルプロジェクト事業を参考

として、関係者の基本的な役割について示します。もちろん、各地域の実情によって、関係者

の役割が換わることもあります。 

なお、組織的な活動ではなく、意欲と企画力のある特定の人物を推進役に据え、これまで遠

隔医療に取り組んできたケースがないわけではありません。しかし、特定の人物に依存した進

め方は、そうした最適な人材を新たに確保することが非常に困難であること、また、仮に確保

できたとしてもその人物が居なくなった場合には、事業が立ち行かなくなる可能性も想定され

ることから、事業の継続性の観点からは問題となります。推進役としての人材は、当該事業の

推進においても非常に重要であり、その重要性を否定するものではありませんが、組織的に取

り組むことにより、より一層充足した展開を図るという意図から、以降では組織体としての基

本的な役割等を提示しています。 

 

①自治体 

 遠隔医療システム導入の「検討・企画」段階では、地域のニーズ等を踏まえ、その計画

を立案・検討することになります。協議会や医療機関等が主体的に参加することも期待

されますが、自治体が主体となって全体を取りまとめる事例が多く見受けられます。 

 「準備」段階においては、自治体は関係者間の調整や、実施体制の整備・構築に関する

総合的な視点での推進役が期待されます。また、患者や住民に対する周知・啓発活動を

行うことも重要な役割となります。 

 「運用」段階においては、自治体は運用状況を俯瞰的に把握し、必要に応じて運営体制

やシステムの見直しを検討します。また、評価体制・方法も自治体側が主体的に検討し

ていくことが望ましいです。 

 

1.検討・企画 ・ニーズ調査、導入システムの選定、詳細な運用方法の検討等を行う。

2.準備 ・関係者を調整し、実施体制を構築する。 

3.運用 
・システムの運用状況等によりシステムの見直しを検討する。 

・評価体制・方法の検討を行い、進捗状況・効果等を評価する。 

 

②医療機関、医療関係機関 

 地域ニーズや諸課題を医療関係者間で意識共有し、それに対する医師・コメディカル等

の意見を集約することが必要です。またその活動の中で、事業内容について事前に周知

しておくことも重要です。 

 「準備」段階においては、導入予定のシステムに実際に触れる機会を設け、導入システ

ムへの理解を深めるとともに、必要に応じて仕様策定に参画することも重要です。 

 「運用」段階においては、導入システムにいち早く慣れるとともに、定量的に効果を測

定し、PDCA サイクルを確立することが重要です。 

1.検討・企画 ・地域のニーズや課題等について、医師・コメディカル等の意見を集約する。

2.準備 ・必要に応じてシステム仕様の策定に参画する。 
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・円滑な運用が実現できるように自らの施設における機器・設備等の設

置に立ち会う。 

・説明会やテスト運用等に積極的に参加し、導入システムへの理解を深める。

3.運用 ・事業の効果等が把握できる定量的なエビデンス等を収集する。 

 

③医師会 

 地域の医療提供体制において、かかりつけ医は患者にとって地域に開かれた治療・相談

等の窓口として重要な役割を担っています。これらかかりつけ医の団体である地域の医

師会は、地域における医療提供体制の構築に不可欠です。 

 遠隔医療は複数の医療機関間での情報共有・コミュニケーションであることから、地域

の医師会を媒介とすることにより、医療機関が（中でも医師会員の医療機関は特に）安

心して参加・利用できるようになり、地域の医療提供体制の強化にもつながります。 

 基本的には、医療機関、医療関係機関と同様の役割ではあるものの、事業に対しての医

師会の取組方針等について十分に議論を行い、会員に周知徹底しておくことも重要です。 

 

1.検討・企画 

・事業に対しての医師会の取組方針等を十分に議論し、会員に周知徹底

する。 

・地域のニーズや課題等について、医師会に参加している医療機関等の

医師・コメディカル等の意見を集約する。 

2.準備 

・円滑な運用が実現できるように、機器・設備等の設置に立ち会う。 

・説明会やテスト運用等に積極的に参加し、導入システムへの理解を深

める。 

3.運用 
・医療機関・医療関係機関等が主体的に遠隔医療に取り組むように働き

かける。 

 

④ベンダ 

 「検討・企画」、「準備」段階におけるベンダは、自治体、医療機関・医療関係機関、医

師会等と協力して、情報システムの設計・構築を行います。 

 また、「運用」段階においては、関係者が導入したシステムを円滑に利用できるように、

最大限の協力を行うことが望まれます。 

 

1.検討・企画 
・各種ソリューション等に関する情報提供を行う。 

・システム設計・運用の詳細検討への協力、費用見積等を行う。 

2.準備 

・システムの構築、導入、設置、テストを行う。 

・必要に応じて、マスタデータやユーザ情報の登録支援など、ユーザに

よる運用準備を支援する。 

3.運用 

・運用開始直後は、必要に応じて利用の際に立ち会い、不慣れなユーザ

のサポートや障害対応を迅速に実施する。 

・システム保守を実施する。 
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(4) 各工程における取組事項と実施のポイント 

 

①事前調査 ②基本検討 ③詳細検討 ④体制作り ⑤導入・構築 ⑥運用準備 ⑦本運用 ⑧評価
 

①事前調査 

遠隔医療の実施に向けて、まず初めに行うことは、地域内の各医療機関等における現状と

課題、さらに、医療関係者・患者等のニーズを把握することです。 

また、他地域の取組を参考にしながら遠隔医療についての理解を深め、遠隔医療を実施し

た場合の効果を想定することも必要です。 

 

(ⅰ)地域のニーズ、協力体制の実現性等を調査・把握 

 地域の各医療機関において、現場の実態はどのようになっているか、どのような課題が

あるか、どのような支援が求められているかについて、医療従事者や患者をはじめとす

る幅広い関係者からの情報を収集・分析します。 

留意点・ 

ポイント 

● 地域の住民や医療機関が不安や不便に思っている課題は何か。 

● 専門医療を含めた地域における医療サービスの質をより高めるため

にはどうすればよいか。 

● 地域の医療機関、医療関係機関等における既存の連携体制はどうなっ

ているか。 

● 地域の医療機関における通信インフラやシステムの整備状況はどう

か。 

● 遠隔医療システムの導入について、主要関係者の意向はどうか。 

 

(ⅱ)他地域での導入事例の調査 

 既存の導入事例から、どのような機能をどのようなシステム構成により実現するかとい

ったノウハウを抽出するとともに、システム導入に伴う課題について分析します。 

留意点・ 

ポイント 

（システム面） 

● 自地域の課題に対するソリューションであるか。 

● どのような機能をどのようなシステム構成により実現しているのか。

● システム導入及び日々のシステム管理に要する作業負担は容認可能

な範囲か。 

● 構築費及び運用費はいくらか。 

● 調査対象とした既存事例から ASP やクラウドサービスの提供を受け

ることができないか。 

（運用面） 

● どのような地域がどのようなシステムを導入しているか。 

● どのような導入効果があったか。また、効果が不十分な場合、どこに

原因があるか。 

● どのようなシステム構築、運用、評価体制が構築されているか。 

● システム導入・運用に対する医療機関や自治体による負担はどの程度

か。 

● 収益計画を含む事業継続計画は、どうなっているか。 
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②基本検討 

遠隔医療システムで実現したい基本要件（仕様）を整理した上で、ベンダに情報提供を依

頼し、複数のベンダからの提案を受けて、機能や価格等について十分に比較検討を行うこと

が重要です。 

 

(ⅰ) 取扱情報や利用者の範囲、必要な機能・性能等、基本要件を整理 

 事前調査の結果を踏まえて、システムの導入目的や導入範囲、費用の目安等の基本的な

要件・条件を整理します。 

留意点・ 

ポイント 

● 地域の具体的な課題やニーズは何か。 

● システムにどのような要件を求め、それによってどのような効果を見

積もるのか。 

● どのような実施体制、内容を前提とするか。 

● 医療機関におけるシステム導入にあたっての制約条件は何か。 

● どのようなシステムパフォーマンスや情報セキュリティが求められ

るのか。 

● 既存システムの活用等、費用の低減を図る部分が無いか。 

 

(ⅱ) 基本要件を示し、複数業者に提案依頼 

 (ⅰ)で整理した基本要件を示して、複数のベンダに提案を求めます。 

留意点・ 

ポイント 

● 求める機能要件、非機能要件は網羅されているか。 

● 適正な見積ができるように具体的な仕様となっているか。 

● 特定のベンダの技術に偏った仕様になっていないか。 

● 評価基準や評価者は明確になっているか。 

 

(ⅲ) 業者からの提案を比較検討 

 複数のベンダからの提案内容を比較検討し、地域の実情に最も合致する内容について検

討します。 

留意点・ 

ポイント 

● 求める機能要件、非機能要件を満たすシステムの提案となっている

か。 

● 既存の設備との効果的な連携を期待できるか。 

● 既存のインフラを有効活用できるか。 

● 過大な機能・費用となっていないか。 

● 保守対応は十分か。 
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③詳細検討 

医療機関や自治体がベンダと協力して、遠隔医療システムの運用ルールを詳細に検討する

とともに、関係者とも調整しながら、円滑な運用が可能となるように、役割分担についても

検討します。 

 

(ⅰ) 詳細な運用手順、運用ルール等の検討 

 遠隔医療の実施にあたって、誰がどのような役割を担い、それによりどの程度の負担が

発生し得るかを想定し、継続的にシステムを運用・維持していくために必要な役割分担

を検討します。 

留意点・ 

ポイント 

● 必要な業務を明らかにして、その担当者と作業範囲を特定し、各々の

日々の作業負担を明確にする。 

● 1 つの医療機関に過度の作業負担がかからないよう、役割分担を検討

する。 

 

(ⅱ) 基本要件を踏まえ、経費を積算 

 基本検討や(ⅰ)の検討結果を踏まえ、導入費用、維持管理費用等の経費について積算し、

可能な範囲で予算化しておく必要があります。また、費用負担の協議も事前に行ってお

く必要があります。 

留意点・ 

ポイント 

● 持続可能な範囲の収支計画となっているか。 

● 維持費用の負担は公平かつ明確になっているか。 
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④体制作り 

遠隔医療システムの詳細や導入後の運用ルール等が決まりつつある段階になったら、その

内容を関係者へ改めて周知するとともに、協力要請を行う必要があります。参加する医療機

関や医療関係機関の立場や意向を踏まえながら、役割分担を明確化していくことになります。 

 

(ⅰ) 参加医療機関への説明・協力依頼 

 システムの導入計画と医療機関が実施することになる事項について、対象となる医療機

関に対して十分な説明を行います。 

留意点・ 

ポイント 

● 医師をはじめとする関係者に対して主旨等を説明し、事業への賛同を

得る。 

● 医療機関に対して医療の現場、行政の２つの視点で説明を行い、協力

依頼をする。 

● システム運用や効果測定に向けて、医療機関内で対応すべき事項やそ

の手順について、具体的に内容を提示する。 

● 地域において事業を推進する上で関与・協力が不可欠な関係者に、体

制の中核になってもらうように依頼する。 

 

(ⅱ) 関係者との役割分担の明確化 

 参加する医療機関や医療関係機関が決まりつつある段階で、それぞれの立場や意向を尊

重し、役割分担を明確にしていくことが必要です。 

 参加する医療機関が多い場合には、お互いをよく知らないために、それが原因で利活用

が活性化しないケースもありますので、事前準備に関して、十分注意を払う必要があり

ます。 

留意点・ 

ポイント 

● 参加機関の意向が反映されている役割分担となっているか。 

● 継続的な運用を見据えた場合、1 つの機関に負担が偏っていないか。

● 関係者の間で十分なコミュニケーションが図れる状況にあるか（お互

いの顔が見えているか）。 
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⑤導入・構築 

遠隔医療システムの構築はベンダが主体となって進めますが、発注者側には開発・構築状

況の確認、参加機関への設備設置等への協力、完成したシステムの検収等の役割が求められ

ます。なお、検収に先立ち、利用者が実際にシステムや機器を事前に操作して、確認を行っ

ておくことが望ましいです。 

 

(ⅰ) 導入・構築ベンダの選定 

 信頼できるベンダを選定する。 

留意点・ 

ポイント 

● 求めるシステム(※)を構築する能力はあるか。（類似システムの構築

経験や能力保証の提示） 

※地域の課題・ニーズ、既設環境の活用や連携、十分な保守・サポー

ト等が盛り込まれ、不要・過大な機能・サービスが含まれていない 

● 見積額は妥当か（過大でないか、導入・運用の総経費で低廉か） 

● 財務面や品質管理、情報セキュリティについて信頼のおけるベンダ

か。（財務諸表や ISO9001、ISMS、P マーク等の取得状況を確認）

● 求めるサービスレベルが担保されるか。（SLA の締結） 

● 体制やプロジェクト管理能力は十分か。（体制表や工程表、プロジェ

クト管理方針の提示） 

● 契約書の内容は適切か。（明確な仕様と役割分担、仕様変更の取決め、

委託と請負の区別、著作権、瑕疵担保責任期間、検収条件等） 

 

(ⅱ) 機器・設備等の調達・設置 

 参加機関への機器・設備の設置にあたっては、実際の使い方等を想定して、あらかじめ

適切な設置場所を選定した上で、設置工事が円滑に行えるように、関係部署等に十分な

説明と協力要請を行っておくことが必要です。 

留意点・ 

ポイント 

● 実際の作業を見据え、適切な場所に機器が設置されているか。 

● 空調や供給電源は導入システムの要件に応じたものとなっているか。

● 設置に際して、事前の準備対応が行われているか。 

 

(ⅲ) システムテスト・検収等 

 システム構築の各段階で、ベンダがシステムの動作確認を行います。自治体の職員や参

加機関において、実際に利用する者もこれらのシステムテストに立ち会って動作を確認

します。 

 最終的に完成したシステムの動作を確認し、検収を行います。 

留意点・ 

ポイント 

● 仕様書の要件が満たされているか。 

● 通常時に加えて、異常時の動作確認がされているか。 

● テスト仕様と結果は報告書として提出されるか。 
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⑥運用準備 

遠隔医療システムは、医療従事者や患者が利用するシステムであり、利用者情報の登録に

加え、利用者が使い方を習得して初めて実際の利用が可能になります。また、導入予定シス

テムが実際の運用において効果を発揮するためには、関係者に対して十分に説明することに

よって、関係者全体の理解と協力を得ることが重要です。さらに、地域として取り組む場合

には、地域住民への事前周知を徹底しておくことも必要です。 

 

(ⅰ) 必要な情報の登録 

 システムの運用に必要となる医師や患者等の利用者の基本情報等については、基本的に

運営主体が登録しますが、利用者本人が登録作業を行う事例も見受けられます。そのた

め、利用者による登録作業が円滑に行えるように配慮することも重要になります。 

 

(ⅱ) 医療機関等への説明 

 医療機関は、システムの主な利用者であり、運用の準備にも関わることが多いため、当

該医療機関の同意と協力が無ければシステムは機能しません。医療機関への説明は、シ

ステムの構築・運用準備等のそれぞれの段階で実施し、十分な理解を得ることが必要で

す。 

留意点・ 

ポイント 

● システムの構築・準備の進捗に応じて、その内容に関して十分説明し、

理解を求める。 

● システム導入の目的と期待効果、システムの構成と機能、具体的な利

用の内容・手順などを、各回に分けて順を追って説明する。また、利

用者からの意見をフィードバックし、逐次、修正を加える。 

● 個人情報、プライバシー情報の取扱いについて説明する。 

● 医療機関の費用負担がある場合は、その考え方を明確にして説明す

る。 

 

(ⅲ)患者・住民等への周知のための広報 

 患者・住民等がシステムの主な利用者になることも考えられます。自治体の広報誌、ホ

ームページ、有識者の招聘による講演等を用いて、患者・住民へ周知徹底するとともに、

意識の高揚を図ることも重要です。 

留意点・ 

ポイント 

● 幅広い媒体による広報となっているか。 

● 患者・住民等が理解しやすい表現になっているか。 

 

(ⅳ) テスト運用 

 ベンダは利用者マニュアルを作成し、説明会を開催します。 

 導入前の数箇月間をテスト期間として運用し、設定した運用手順やルール、マニュアル

等の不備を洗い出して、改善することが望まれます。 

留意点・ 

ポイント 

● 想定した関係者間の連絡や情報共有が、実際に支障なく行えるか。 

● 実運用は、利用者にとって使いやすいものとなっているか。 
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⑦本運用 

テスト運用での問題点への対応を終えた後、本運用に移行します。 

本運用では、日々の利用状況を定期的に確認することが重要です。さらに、運用開始後数

箇月たった時点で、利用者の意見や評価についてアンケートを実施するなどして、今後のシ

ステムの展開や見直しを検討することが望まれます。 

 

(ⅰ) 運用状況の確認 

 運用開始後数箇月を経た段階で、利用者の満足度や使い勝手等に関して、アンケートや

インタビュー等を実施して、実態把握を行うことが望ましいです。 

留意点・ 

ポイント 

● 想定している機能が、想定範囲内で活用されているか。 

● 関係者の中で、運用上負荷がかかりすぎている者はいないか。そうし

た事象が発生していないか。 

 

(ⅱ) システムの展開・見直しの検討等 

 (ⅰ)の確認結果を踏まえ、必要に応じてシステムの見直しを検討していくことが重要で

す。また、場合によっては、参加機関や対象患者等を増やすことも視野に入れ、システ

ム展開の可能性等を検討していくことも望まれます。 

留意点・ 

ポイント 

● システムの見直し項目があるか。 

● 参加医療機関、患者等の利用者の増員などの、システム展開の可能性

はあるか。 
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⑧評価 

遠隔医療を実施することによる効果や便益等について定期的に評価し、それらがさらに高

まるように見直しを図っていくことが必要です。 

評価にあたっては、ある 1 つの側面からの見解となることを防ぐために、想定効果及び目

標指標を様々な見地から具体的に評価する体制が必要です。 

 

(ⅰ) 評価体制・方法の検討 

 協議会の内部に事業評価を行う組織を設け、事業が計画どおりに進捗しているか、導入

効果が想定どおり出ているか等について評価する必要があります。また、そのための評

価方法・項目等を具体的に検討していくことが望まれます。 

 評価指標には KGI（Key Goal Indicator）と KPI（Key Performance Indicator）と

呼ばれるものがあります。KGI とは、事業の目標となる指標で、例えば「医療処置（治

療、投薬等）間隔の長期化」や「地域の糖尿病患者の透析開始平均年齢の高齢化」、「特

定地域の国保医療費削減額」等が考えられます。これに対し、KPI は、KGI を達成する

ために実施される業務の実施状況を測定する指標で、例えば「遠隔画像診断の実施件数」

や「遠隔健康管理登録ユーザ数」等が考えられます。この KGI と KPI を組み合わせて、

事業効果を継続的に測定することが必要です。 

 遠隔医療の効果が対面によるものと同等、又は、場合によってはそれ以上であることを

明らかにして事業の成果を訴求するためには、先述の評価指標の測定に加えて対面診療

等、類似性を持つ既存医療技術（症例対照）と比較することが重要となります。 

留意点・ポ

イント 

● 評価体制は現実的なものとなっているか。 

● 評価指標は、測定可能な定量的なものとなっているか。 

● 評価方法等は明確になっているか（最低年間 1 回以上行うなど、継続

的な評価が可能か）。 

● 評価指標は業務実施状況を測定するものだけでなく、事業の本質的な

目的を測定するものが含まれているか。 

● 適切な症例対照（ケースコントロール）が設定されているか。 

 

(ⅱ) 評価の実施 

 アンケートやインタビューなどにより、事業実施目的に対する達成度について、検証し

ていきます。その際は、具体的な指標を設定し、極力定量的な評価を行うことが求めら

れます。 

留意点・ポ

イント 

● 遠隔医療の実施効果を医療従事者や患者はどのように評価している

か。 

● システムエラー等の問題は発生していないか。 

● 運用面での問題は発生していないか。 

● 関係者のモチベーションや体制は維持されているか。 
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(ⅲ) 評価結果を受けた改善・対策の実施 

 継続的に遠隔医療を実施していく上で、PDCA サイクルを円滑に回すことが重要です。 

 (ⅱ)の評価結果を踏まえ、システム面、運用面の課題や制度面の問題点を把握し、その

解決策について検討し、対策を講じます。 

留意点・ポ

イント 

● 改善策が明確で、かつ、現実的であるか。 

● 評価結果や改善策は、関係者の理解を得られるものとなっているか。

● 解決・改善すべき点への対応策が講じられているか。 
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７．効果検証手順及び検証項目 

(1) 実施状況の把握と事業効果の検証 

遠隔医療事業が、常により良い形へと改善されていくためには、まずは、実施状況を正確に

把握することが大切です。そして、事業の効果検証をしっかりと行い、検証結果に基づいて改

善を進めるという PDCA サイクルが重要です。 

 

①実施状況の把握 

(ⅰ)把握すべき項目の設定 

 参加機関数、利用人数、実施回数等、事実や実態として把握すべき項目を設定します。 

 

(ⅱ)測定方法の設定 

 設定した項目について、具体的にどのようにデータを測定するのか、その頻度・時期・

具体的な採取･集計等の作業手順を整理します。 

 採取・集計にあたっては、多忙な医療現場の負担を軽減するため、可能な限りシステム

ログ等、自動的に蓄積・採取可能なものを活用するのがベストです。 

 自動的に蓄積・採取されないものでも、システムで蓄積・採取することが可能である場

合には、あらかじめその仕組みを開発段階で組み込んでおくことも考えられます。 

 システムで蓄積・採取することが、技術的または運用上難しい場合は、運用開始までに

その蓄積・採取の体制を整えておく必要があります。例えば、参加機関に実施報告書を

提出してもらう、関係者にヒアリングする等の方法があります。 

 

(ⅲ)測定の実施 

 実際に測定を行います。なお、参加機関数、利用人数、実施回数といった項目は、導入

初期には増加が見られますが、ある程度の時間が経つと、大きく変わることは少ないと

考えられるため、単に増加しているかどうかだけではなく、継続的に利用されているか

どうかという観点で評価すると良いでしょう。 

 

 

②事業効果の検証 

(ⅰ)導入時の目標や、目指すべき成果の再確認 

 まずは、地域の克服すべき課題等、当初の目標について、再度確認します。 

 続いて、何をもって課題が解決され、成果が出たとするかを決めます。 

 なお、地域の克服すべき課題や目標としては、例えば、以下のようなものが挙げられま

す。 
種別 地域の克服すべき課題、当初の目標 

遠隔画像診断 ・ 読影医不足への対応 

遠隔病理診断 ・ 病理医不足への対応 
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遠隔コンサルテーショ

ン・カンファレンス・

教育 

・ 専門医のサポート・連携による、対応可能な診療科、疾

患、症状等の増加 

・ 地方赴任の若手医師の不安の軽減、医師減少の抑制 

・ 医療従事者のスキルアップ 

・ 関係者間の情報共有によるサービスの効率化、質の向上 

遠隔診療 ・ 遠くにいる専門医の診察による、対応可能な診療科、疾

患、症状等の増加 

・ アクセス改善（往診/遠方への通院の減少） 

・ へき地の患者やその家族の不安、経済的・精神的負担の

軽減 

遠隔健康相談・ 

遠隔健康診断 

・ アクセス改善（往診/遠方への通院の減少） 

・ へき地の患者のフォローアップ 

 

(ⅱ)目標・成果に沿った達成度を測る指標の設定 

 再確認した目標・成果に沿って、その成果の達成度を測ることができる指標を設定しま

す。 

 指標の設定にあたっては、再確認した目標・成果を的確に表しているものであることに

加えて、指標の測定の難易度も考慮する必要があります。また、継続的に追跡ができる

ように、現実的な指標を設定する必要がありますが、説明力や訴求力が弱いものばかり

ではあまり意味がありませんので、注意が必要です。 

 

(ⅲ)指標の測定方法の設定 

 設定した指標に基づいて、具体的にどのようにデータを測定するのか等を設定します。 

 「実施状況の把握」と同様、測定したいデータがシステムログ等から自動的に取得でき

るものかどうかの検討を行い、可能な限り自動的に取得できる方策を事前検討し、対応

しておくことも重要です。 

 

(ⅳ)効果検証の実施 

 実際に、検証のためのデータを採取し、集計･分析を行います。 

 

 

③実施状況の把握と事業効果の検証の項目 

次項以降に、種別ごとに把握すべき実施状況の項目と、検証すべき事業効果の項目例を

挙げます。なお、全ての項目が当てはまるとは限りませんので、それぞれの種別や状況に

合わせて取捨選択して下さい。 
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(2) 遠隔画像診断における検証項目 

 

遠隔画像診断システムについて、把握すべき実施状況の項目及び検証すべき事業効果の項目

は以下のとおりです。 

 

① 実施状況の把握 
項目 測定期間 項目の補足説明 

参加機関数 年間 ・支援側機関数 ・依頼側機関数 

参加医療関係者数 年間 ・支援側放射線科医数 ・依頼側医師数 

利用患者数 月間 ・依頼側機関別に集計 

実施件数 月間 ・支援側機関別、依頼側機関別に集計 

過去データの参照回

数 

月間 ・過去のデータとの比較が診断に有用であると考えら

れるため 

依頼側病院から送ら

れる臨床情報項目 

月間 ・臨床情報の充実が診断の精度向上に寄与すると考え

られるため。 

 

 

②事業効果の検証 

期待される効果 指標（単位） 
測定

期間
測定・データ採取方法 

診断までの時間の

短縮（フィルムを

送付したり、患者

が持参したりして

診断してもらう必

要がなくなる） 

読影結果が出るま

での時間の短縮

（日） 

年間 ・（フィルムを送付した場合又は患者が持参し

た場合の診断までの日数）－（システムを使

用した場合の診断までの日数） 

・診断までの日数は、診療記録やシステムロ

グから把握 

診断の質の向上

（複数医療機関の

画像を比較読影す

ることにより、読

影医のスキルが向

上） 

依頼された画像の

症例数 

年間 ・症例をコードで識別し、システムで症例数

を自動で採取（システムに当該機能がない場

合は、読影結果レポート等から把握） 

フィルム経費の削

減 

フィルムを使った

場合にかかる費用

（円） 

年間 ・（フィルム代）×（実施件数）×（1 回あ

たりの平均枚数） 

遠隔でも医療の質

が変わらない 

遠隔での診断結果

の検証により判断

が異なった症例数

年間 ・別の医師にフィルム等により診断結果の質

的な検証を行った場合に、支援側読影医の診

断と異なる結果と判断した件数をシステム

ログから把握（システムでの把握が難しい場

合は、実施報告書等から把握） 
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(3) 遠隔病理診断における検証項目 

遠隔病理診断システムについて把握すべき実施状況の項目及び検証すべき事業効果の項目は

以下のとおりです。 

 

①実施状況の把握 
項目 測定期間 項目の補足説明 

参加機関数 年間 ・支援側機関数 ・依頼側機関数 

参加医療関係者数 年間 ・支援側病理医数 ・依頼側医師数 

・依頼側検査技師数 

利用患者数 月間 ・依頼側機関別に集計 

実施件数 月間 ・支援側機関別、依頼側機関別に集計 

・診療科別又は臓器別に集計（診療科や臓器によって

病理診断のニーズが異なるため） 

標本作製研修の実施

回数 

年間 ・依頼側機関の検査技師が支援側機関で標本作製のト

レーニングを受けるもの 

 

②事業効果の検証 

期待される効果 指標（単位） 
測定

期間
測定・データ採取方法 

手術が1回で済む

ことによる患者の

負担軽減 

手術費用の負担軽

減（円） 

年間 ・（2 回目の手術費用）×（2 回目の手術を

行う必要があった件数） 

入院の負担軽減

（病理医のいる病

院まで行かなくて

済む） 

依頼側病院から術

中迅速診断を受け

られる病院まで行

く場合にかかる時

間（時間） 

年間 ・依頼側病院ごとに（依頼側病院から術中迅

速診断を受けられる病院まで行く場合にか

かる時間）×（実施件数）を算出し、合計 

・病院までの時間は、一般的な交通経路から

算出 

依頼側病院から術

中迅速診断を受け

られる病院まで行

く場合にかかる費

用（円） 

年間 ・依頼側病院ごとに（依頼側病院から術中迅

速診断を受けられる病院まで行く場合にか

かる費用）×（実施件数）を算出し、合計 

・病院までの費用は、一般的な交通経路から

算出 

病理医のいない地

域の病院でも都市

部の病理医のいる

病院と同じ質の手

術が受けられる 

正診率（％） 年間 ・（術中迅速診断と後日作成した標本での診断

の結果が一致した件数）÷（実施件数）を

遠隔とそうでない場合で比較 

・実施報告書等から把握（病理診断を行って

いる病院では、算出している） 
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(4) 遠隔コンサルテーション・カンファレンス・教育における検証項目 

遠隔コンサルテーション・カンファレンス・教育システムについて把握すべき実施状況の項

目及び検証すべき事業効果の項目は以下のとおりです。 

 

①実施状況の把握 
項目 測定期間 項目の補足説明 

参加機関数 年間 ・支援側機関数 ・依頼側機関数 

参加医療関係者数 年間 ・支援側医師 ・依頼側医師 ・看護師 ・研修医 等

利用患者数 月間 ・依頼側機関別に集計 

・診療科別に集計 

実施件数 月間 ・支援側機関別、依頼側機関別に集計 

実施頻度 年間 ・コンサルテーションやカンファレンスを定期的に行

っている場合 

実施診療科数 年間 ・実施対象診療科数 

情報共有実績（ペー

ジビュー） 

月間 ・診療情報共有を行っている場合 

延べ参加者数 月間 ・カンファレンス、教育の場合 

 

②事業効果の検証 

期待される効果 指標（単位） 
測定

期間
測定・データ採取方法 

受診機会の拡大

（診療所で高度な

医療を受けること

ができる） 

診療所の受診件数

の増加率（％） 

年間 ・｛（当該年度の受診件数）－（前年度の受診

件数）｝÷（前年度の受診件数） 

・診療情報共有を行っている場合等、可能で

あればシステムから把握 

受診できる診療科

数の増加（実数）

年間 ・（当該年度の診療科の数）－（前年度の診療

科の数） 

・実施報告書等から把握 

地域完結型医療の

実現 

地元での診療継続

率（％） 

年間 ・（地元医療機関に留まった患者数）÷（地

元医療機関を受診した患者数） 

患者や家族の通院

の負担軽減（都市

部の病院に行かな

くてもよい） 

通院にかかる時間

の削減分（時間）

年間 ・（通院にかかる時間）×（実施件数）×（患

者 1 人＋付添いの人数） 

・通院にかかる時間や付添いの人数は医師経

由で患者にヒアリング 

通院にかかる費用

の削減分（円） 

年間 ・（通院にかかる費用）×（実施件数）×（患

者 1 人＋付添いの人数） 

・通院にかかる費用や付添いの人数は医師経

由で患者にヒアリング 

医師の出張の負担

軽減（専門医が地

方医療機関に出張

せずに済む） 

出張にかかる時間

の削減分（時間）

年間 ・（出張のための移動時間）×（実施件数） 

・出張のための移動時間は、実施報告書等で

把握 
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期待される効果 指標（単位） 
測定

期間
測定・データ採取方法 

遠隔でも医療の質

が変わらない 

以前であれば病院

に行く必要があっ

たが、診療所の受

診で済んだ件数 

年間 ・（遠隔コンサルを受け、診断を行った件数）

－（その内、病院への紹介・転送を行った件

数） 

・遠隔コンサルを受け、病院への紹介・転送

を行わなかったということは、診療所医師が

遠隔で診断が可能と判断したとみなす。 
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(5) 遠隔診療における検証項目 

遠隔診療システムについて把握すべき実施状況の項目及び検証すべき事業効果の項目は以下

のとおりです。 

 

①実施状況の把握 
項目 測定期間 項目の補足説明 

参加機関数 定点（年度末） ・病院 ・診療所 ・訪問看護ステーション ・介護

施設 等 

参加医療関係者数 定点（年度末） ・医師 ・看護師 ・介護士 等 

利用患者数 月間 ・依頼側機関別に集計 

利用患者の症例数 月間 ・症例数 

実施件数 月間 ・支援側機関別、依頼側機関別に集計 

実施頻度 年間 ・定期的に診療を行っている場合 

設置（使用）端末数 定点（年度末） ・（使用／稼動）端末数 

 

 

②事業効果の検証 

期待される効果 指標（単位） 
測定

期間
測定・データ採取方法 

患者や家族の通院

の負担軽減 

通院にかかる時間

の削減（時間） 

年間 ・（通院にかかる時間）×（患者 1 人＋付添

いの人数）×（実施件数） 

・通院にかかる時間や付添いの人数は医師経

由で患者にヒアリング 

通院にかかる費用

の削減（円） 

年間 ・（通院にかかる費用）×（患者 1 人＋付添

いの人数）×（実施件数） 

・通院にかかる費用や付添いの人数は医師経

由で患者にヒアリング 

受診機会の拡大 患者と医療職のコ

ミュニケーション

回数の増加率（％）

年間 ・（導入後の来院回数＋往診回数＋システムで

の診察回数）÷（導入前の来院回数＋往診

回数） 

・来院回数や往診回数は、実績を記録してお

き、定期的に集計・把握 

医師の往診の負担

軽減 

往診時間の縮減

（時間） 

年間 ・（患者宅との往復にかかる時間）×（遠隔

診療による往診の置き換え件数）を患者ごと

に算出し、合計 

・患者宅との往復にかかる時間は、実際の実

績を記録しておき利用 

・遠隔診療による往診の置き換え件数は、診

療記録等から、事業実施前と実施後の往診件

数の差分を求める（前年同期比）。 
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期待される効果 指標（単位） 
測定

期間
測定・データ採取方法 

遠隔でも医療の質

が変わらない 

遠隔では診断がで

きなかった症例数

年間 ・遠隔では診断に足る十分な情報が得られな

かったこと等により質的に対面での診断を

代替できなかった件数を、実施した医師が記

録しておき、集計 

・遠隔診断の全症例のうち、上記に該当する

症例の件数の占める割合を算出 
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(6) 遠隔健康管理・健康相談における検証項目 

遠隔健康相談・遠隔健康診断システムについて把握すべき実施状況の項目及び検証すべき事

業効果の項目は以下のとおりです。 

 

①実施状況の把握 
項目 測定期間 項目の補足説明 

参加機関数 定点（年度末） ・病院 ・診療所 ・訪問介護ステーション ・介護

施設 等 

参加医療関係者数 定点（年度末） ・医師 ・保健師 等 

利用患者数 月間  

実施件数 月間  

実施頻度 年間 ・検診や健康指導を行う頻度 

ページビュー 月間 ・健康情報の提供等を行っている場合 

設置（使用）端末数 定点（年度末） ・（使用／稼動）端末数 

検診での測定項目数 年間 ・血圧 ・歩数 ・血糖値 ・コレステロール値 等

 

②事業効果の検証 

期待される効果 指標（単位） 
測定

期間

測定・データ採取方法 

重症化の予防（健

康な住民の増加） 

バイタルデータ

（血圧等）、血液検

査データが正常値

の範囲内に入って

いる人の割合（％）

年間 ・検診時のデータは可能であれば、システム

から自動収集（難しければ保健師のレポート

から集計） 

・（検査値が正常値の範囲内に入っている人の

人数）÷（対象者数）で算出 

・遠隔健康管理・健康相談を行った群につい

て、前年同期比で比較 

・遠隔健康管理・健康相談を行った群と行わ

なかった群で比較 

運動量の増加 対象者の総歩数

（歩） 

年間 ・測定データは可能であれば、システムから

自動収集（難しければ保健師のレポートから

集計） 

・遠隔健康管理・健康相談を行った群につい

て、前年同期比で比較 

・遠隔健康管理・健康相談を行った群と行わ

なかった群で比較 

体力年齢（歳） 年間 ・体力年齢の判定は、民間事業者等が公開・

提供している手法（複数種目の体力測定デー

タや、問診等から体力年齢を判定）を利用 

・体力測定データは可能であれば、システム

から自動収集し、（実年齢-体力年齢）の平均

値を算出、集計（難しければ保健師のレポー

トから集計） 

・遠隔健康管理・健康相談を行った群につい

て、前年同期比で比較 
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期待される効果 指標（単位） 
測定

期間

測定・データ採取方法 

・遠隔健康管理・健康相談を行った群と行わ

なかった群で比較 

相談機会の拡大 健康指導の回数の

増加率（％） 

年間 ・システムログ又は保健師のレポートから把

握 

・実施前後で比較（前年同期比） 

・遠隔健康管理・健康相談を行った群と行わ

なかった群で比較 

医療費・介護費の

縮減 

一人あたりの医療

費・介護費（円）

年間 ・遠隔健康管理・健康相談を行った群につい

て、測定期間中のレセプトから集計し、前年

同期比で比較 

・同様に、遠隔健康管理・健康相談を行った

群と行わなかった群で比較 
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８．留意事項 

(1) 導入パターン 

①システム独自調達とクラウド 

各システムについては、事業主体又は関係者のいずれかによるシステム独自調達を想定し

た説明を基本としています。導入・運用に係る負担の軽減・効率化等の観点に立ち、サーバ

類を自ら保有・設置するのではなく近年一般化しつつあるクラウドサービスも選択肢の一つ

となります。 

システム独自調達とクラウドサービスの比較について下表に示します。また、「用語集」も

参照下さい。 

 

【システム独自調達とクラウドの比較】 

 システム独自調達 
クラウドサービス 

IaaS SaaS 

資産の保有 

（サーバ側資産） 

自身で IT インフラやア

プリケーションを保有 

（サーバの設置場所は

自らの機関内又はデー

タセンタ） 

自身でITインフラ

は保有せずサービ

スを利用 

自身でアプリケー

ションは保有 

自身でITインフラ

やアプリケーショ

ンを保有せずサー

ビスを利用 

基本的な管理業務 

（サーバダウンの監

視など） 

自身で実施、又は個別に

委託 

ワンストップ ワンストップ 

アプリケーション固

有の管理業務 

（データバックアッ

プ、運用管理など） 

自身で実施、又は個別に

委託 

自身で実施、又は

個別に委託 

ワンストップ 

特徴 機能や運用の自由度が

ある。 

導入期間が短い 

導入コストが抑えられる 

＊ここで資産というのは、主にサーバのことをいいます。 

＊ここで自身というのは、事業主体や関係者のことを総称しています。 

 

利用者側にある端末等の資産は、システム独自調達でもクラウドサービスを利用する場合

でも、自身で資産を保有しており、基本的な構成は同じになります。 

本書では、システム独自調達のシステムではデータセンタを利用したもの、クラウドサー

ビスを利用したシステムは SaaS のことを指しています。また、システム独自調達は自由な

システム機能を選択できますが、クラウドサービスの場合は選択肢が限定されているため、

クラウドサービスに関しては本書で紹介した各モデル（基本参照モデル等）に類似したサー

ビスを参考にしています。 

 

 



8 留意事項 

73 

②各システムの構成 

各システムの構成（ネットワークを介した関係者間での必要な情報の伝達・提供・共有を

実現する方法）として、情報を共有するためのサーバを設置しそのサーバに共有すべき情報

を蓄積する構成を基本として説明しますが、これ以外にも、例えば、 

○ ネットワークの両端が（n 対 n ではなく）1 対 1 のために、ネットワークの一方の端に

あるサーバに他方がアクセスする構成や、サーバ抜きの（情報を直接やり取りする）構成、 

○ 関係者数やデータ項目数・容量等が膨大となることによりサーバ規模が大きくなり過ぎ、

導入・運用の負担が大きくなるため、又は参照時点での最新情報のみを共有するため、保

存・蓄積するサーバの代わりに中継サーバを置き、同サーバを経由して元データのあるサ

ーバにアクセスする構成 

等、導入する地域等の事情に応じ様々な構成が考えられます。 

本書で紹介する基本的な構成で検討しつつも、地域の事情等から（上に示した条件等に合

致するために）基本的な構成以外の構成の方が適切と考えられる場合は、それらの検討も必

要となります。 

具体的に、医療機関の医療情報の連携方式の２つの方式は以下のとおりです。 

(ア)集中型 地域の自治体や中核病院等が整備する地域医療の統合サーバに、個々の医療機

関で発生したデータの実体又はコピーを保管し、利用者側ユニットからのデー

タ取得要求に対し統合サーバが直接回答する実装方式 

(イ)分散型 データの実体はデータが発生した医療機関内で個別に管理され、統合サーバは

それらのありかを管理する。データ利用ユニットからの要求を統合サーバ経由

でデータ提供側ユニットに伝達し、統合結果として利用側ユニットに回答する

実装方式 

 

集中型（ＡＳＰ）分散型 集中型（ＡＳＰ）分散型

 

資料：第 1 回地域医療再生計画に関わる有識者会議 

   「地域医療における情報連携のモデル的プランについて」 
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(2) セキュリティ対策 

①想定されるリスクと基本的な対策(例) 

遠隔医療では、特に厳重な取扱いが求められる個人の身体・健康に関する情報をネットワ

ーク上でやり取りするため、限られた者だけが情報を取り扱うようにするなど、アクセス権

限の管理を徹底する必要があります。 

遠隔医療を実施した場合に想定される主な情報セキュリティ面でのリスクと、そのリスク

を防ぐ基本的な対策例を以下に示します。 

想定される主なリスク 基本的な対策(例) 

データの紛失・盗難のリスク ・ コンピュータ設置場所への入室管理 

（サーバをデータセンタに設置することは有効な対策） 

・ データを格納した外部媒体の持出し管理 

コンピュータの故障などによ

るデータの破壊・消失のリス

ク 

・ 定期的なデータバックアップ 

・ 安定した電源供給 

（データセンタの利用は、上記全ての有効な対策） 

・ コンピュータの二重化 

不正なコンピュータ操作によ

るデータ漏洩のリスク 

・ 利用者 ID、パスワードの管理 

（利用者は、ID やパスワードのメモや口外をしない。管

理者は、退任者の ID 期限の管理を行うなどの対策が必

要。） 

・ データの暗号化 

ウイルスや共有ソフトによる

データ漏洩のリスク 

・ 定期的なウイルスチェック 

・ 差出人不明のメールを開かない 

・ コンピュータに私的なソフトを設定しない 

ネットワークを介した不正ア

クセスによるデータ漏洩のリ

スク 

・ インターネット VPN、IPVPN 等の特定の利用者の

み利用できるネットワークを利用 

・ 伝送データの暗号化 

 

②法令等の遵守 

身体・健康に関するセンシティブ情報を含めた個人情報の取扱いに関しては、関係法令が

制定され、また関係省庁からもガイドラインが公表されています。医療機関においては、こ

れらを踏まえて規則類を整備し、遵守しているものと考えられます。 

遠隔医療を導入する場合においても、他の情報システム（電子カルテ等）と同様、導入先

医療機関の規則類を事前に確認し、それに抵触しないシステム構成・運用体制とすることが

求められます。 

導入先医療機関の規則類のベースとなっているのが、以下に挙げるさまざまな法律やガイ

ドラインですので、併せて確認しておくことが必要です。 

個人情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号). 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html 

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/seisaku/kojin/dl/170805-11a.pdf 

医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 4.1 版 

http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/02/dl/s0202-4a.pdf 
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ASP・SaaS 事業者が医療情報を取り扱う際の安全管理に関するガイドライン第 1.1 版 

http://www.soumu.go.jp/main_content/000030806.pdf 

 

特に「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第 4.1 版」の「外部と個人情報

を含む医療情報を交換する場合の安全管理」では、最低限守るべきガイドラインとして、下

記の事項を規定しています。 

 最低限守るべきガイドライン 

1 ・ ネットワーク経路でのメッセージ挿入、ウイルス混入等の改ざんを防止する対策を

とること。施設間の経路上においてクラッカーによるパスワード盗聴、本文の盗聴

を防止する対策をとること。 

2 ・ データ送信元と送信先での、拠点の出入り口・使用機器・使用機器上の機能単位・

利用者等の必要な単位で、相手の確認を行うこと。 

3 ・ 施設内において、正規利用者へのなりすまし、許可機器へのなりすましを防ぐ対策

をとること。 

4 ・ ルータ等のネットワーク機器は、安全性が確認できる機器を利用し、施設内のルー

タを経由して異なる施設間を結ぶ VPN の間で送受信ができないように経路設定

されていること。 

5 ・ 送信元と相手先の当事者間で当該情報そのものに対する暗号化等のセキュリティ

対策を実施すること。 

6 ・ 関連組織の責任分界点、責任の所在を契約書等で明確にすること。また、医療機関

内においても責任分界点、責任の所在を契約や運用管理規程等で定めておくこと。

7 ・ リモートメンテナンスを実施する場合は、必要に応じて適切なアクセスポイントの

設定、プロトコルの限定、アクセス権限管理等を行って不必要なログインを防止す

ること。 

8 ・ 回線事業者やオンラインサービス提供事業者と契約を締結する際には、脅威に対す

る管理責任の範囲や回線の可用性等の品質に関して問題がないか確認すること。 

9 ・ 患者に情報を閲覧させる場合、情報を公開しているコンピュータシステムを通じ

て、医療機関等の内部のシステムに不正な侵入等が起こらないように、システムや

アプリケーションを切り分けし、ファイアウォール、アクセス監視、通信の SSL

暗号化、PKI 個人認証等の技術を用いた対策を実施すること。また、情報の主体

者となる患者等へ危険性や提供目的の納得できる説明を実施し、IT に係る以外の

法的根拠等も含めた幅広い対策を立て、それぞれの責任を明確にすること。 
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(3) その他の参考情報 

①標準的な技術の採用 

関係者が利用するシステムがそれぞれ異なるベンダのものであっても、円滑にデータをや

り取りできるように、保存や送受信等における形式の標準化が進められています。 

医療情報に関係する標準規格としては、主に以下のようなものがありますが（詳細は用語

集を参照）、これらの規格に準拠した、標準的な技術で構成されるシステムを導入することが

理想的です。 

●DICOM（Digital Imaging and COmmunication in Medicine） 

CT 等で撮影した医用画像のフォーマットと、画像を医用画像機器間で通信するための

プロトコルを定義した標準規格 

●HL7（Health Level Seven） 

患者管理、オーダ等の医療情報交換のための標準規約 

●SS-MIX（Standardized Structured Medical Information eXchange） 

診療情報の交換を可能にするためのデータ形式やコード、交換の標準規約 

 

②遠隔医療に関する各種ガイドライン 

関係団体が遠隔医療に係る標準的な手順や考え方をまとめたガイドラインを以下に示しま

す。 

遠隔画像診断に関するガイドライン（社団法人日本医学放射線学会） 

http://www.radiology.jp/uploads/photos/700.pdf 

テレパソロジー運用ガイドライン（日本テレパソロジー・バーチャルマイクロスコピー研究会）

http://telepathology.iwate-med.jp/modules/telemed/rewrite/tc_19.html 

在宅等への遠隔診療を実施するにあたっての指針 2011 年度版（日本遠隔医療学会） 

http://plaza.umin.ac.jp/~jtta/cgi-bin/event_attach/1301535414_279901.pdf 

情報通信機器を用いた診療（いわゆる「遠隔診療」）について（一部改正平成23年3月31日）

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryou/johoka/dl/h23.pdf 

 

③関係団体 

遠隔医療や医療情報システムの普及促進に関する様々な活動を行っている主な関係団体を

以下に示します。 

①に示したような標準化の詳細や、遠隔医療の効果に関する事例や研究発表をはじめとし

て多くの有益な情報が掲載されていますので、必要に応じて参照することが望まれます。 

日本遠隔医療学会 http://jtta.umin.jp/ 

日本医療情報学会 http://www.jami.jp/ 

㈶医療情報システム開発センター（MEDIS-DC） http://www.medis.or.jp/ 

保健医療福祉情報システム工業会（JAHIS） http://www.jahis.jp/ 

日本 IHE 協会（Integrating the Healthcare Enterprise） http://www.ihe-j.org/ 
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９．遠隔医療の導入事例 

遠隔医療の種類ごとに、以下の導入事例を次ページ以降で紹介します。 

 

種類 実施主体 主な取組内容 備考 

遠隔画像

診断 

山形県最上町 遠隔医療支援機能付き PACS  

香川県 

（香川県医師会） 

かがわ遠隔医療ネットワーク

（K-MIX） 

遠隔カンファレンスや遠隔診

療・健康管理等も実施 

遠隔病理

診断 

岩手医科大学・岩

手県立中央病院 
動画での術中迅速病理診断  

財団法人 ルイ・

パストゥール医学

研究センター 

静止画での術中迅速病理診断  

遠隔コン

サルテー

ション、

カンファ

レンス、

救急等 

北海道 

（旭川医科大学） 

眼科の遠隔コンサルテーショ

ン 

遠隔画像・病理診断や遠隔診療

(在宅診療)も実施 

富山県南砺市 

小児科の遠隔コンサルテーシ

ョン、富山大学との遠隔カン

ファレンス 

 

特定非営利活動法

人 岐阜救急災害

医療研究開発機構 

ICT によるトリアージルール

の運用、救急搬送の効率化（自

動判定・コンサルテーション）

 

遠隔診療 岡山県新見市 在宅療養  

遠隔健康

管理 

北海道函館市 遠隔妊婦健診・健康管理 

地域医療連携、在宅見守り、生

体情報モニタリング、テレビ会

議も実施 

岩手県遠野市 遠隔健康相談 遠隔妊婦健診・健康管理も実施

福島県西会津町 
血圧等バイタルデータの自動

送信による在宅健康管理 
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(1) 山形県最上町 

遠隔医療支援機能付き PACS による遠隔画像診断 

 

①実施体制                      ②取組の背景・地域課題等 

  

③取組の概要 

 

④システム構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ADSL：CT 画像は最上病院から新庄病院に送信され、各病院が保管管理している。そのため、ネットワークを介して CT 画像

を閲覧しておらず、本事例においては ADSL 程度の回線速度でも対応可能であった。 

支援側：山形県立新庄病院（465 床） 

依頼側：最上町立最上病院（70 床） 

（両院間は往復約 50km、車で往復約 1 時

間） 

 専門医の不足を補うため、平成 11 年から

新庄病院の放射線科に皮膚疾患等の画像

を送り、テレビ電話で診断を仰ぐ「遠隔医

療」を実施（へき地医療対策事業） 

 平成 16 年、アナログ CT 画像をスキャン

によってデジタル化したデータを送信し

読影結果レポートを FAX にて返信するシ

ステムを導入 

 平成21 年、放射線科医のレポート返信負担

の軽減、DICOM 画像の送受信を可能に 

【依頼側】（最上病院） 

 放射線科の技師（2 名）が 2 列 CT1 台での撮影画像をシステムにより読影依頼 

 1 日 7～9 件、月 100 件程度の CT 画像を読影依頼（毎週月･火･水･金の午後に依頼） 

 撮影画像の 9 割程度を新庄病院へ読影依頼（1 件 4～5 分程度の作業量） 

【支援側】（新庄病院） 

 読影依頼に対し、翌日には読影結果レポートを返信 

 1 件 10 分程度で読影結果レポートを作成 

 新庄病院全体で読影する件数の 1 割程度を最上病院から送信 

県
立
新
庄
病
院

放射線科放射線科

既存既存
ｻｰﾊﾞｻｰﾊﾞ

既存既存
院内院内LANLANﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ

HDDHDD

2020ｲﾝﾁｲﾝﾁTFTTFTﾓﾆﾀﾓﾆﾀ 2M2M高詳細ﾓﾆﾀ高詳細ﾓﾆﾀ

ルータルータ
ADSLADSLモデムモデム

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
HDDHDD

遠隔医療支援機能付き遠隔医療支援機能付き
DICOMDICOMｻｰﾊﾞｻｰﾊﾞ

2020ｲﾝﾁｲﾝﾁTFTTFTﾓﾆﾀﾓﾆﾀ 2M2M高詳細ﾓﾆﾀ高詳細ﾓﾆﾀ

ﾈｯﾄﾜｰｸﾈｯﾄﾜｰｸ
ﾌﾟﾘﾝﾀﾌﾟﾘﾝﾀ

既存既存
CTCT・・CRCR

最上町立最上病院

ルータルータ

放射線科放射線科

内内 科科

整形外科整形外科

病病 棟棟

2M2M高詳細モニタ高詳細モニタ

3M3M高詳細モニタ高詳細モニタ22台台

2M2M高詳細モニタ高詳細モニタ22台台

院内院内
LANLAN

画像ビューワ画像ビューワ

画像ビューワ画像ビューワ

画像ビューワ画像ビューワ

画像ビューワ画像ビューワ

画像ビューワ画像ビューワ

HubHub

ADSLADSL
モデムモデム ADSLADSL

モデムモデム 既存既存
CT MRICT MRI遠隔医療支援遠隔医療支援

機能付き機能付き
DICOMDICOMｻｰﾊﾞｻｰﾊﾞ
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⑤成果検証手順及び収集状況          ⑥取組の評価 

  

⑦費用・補助金等                  ⑧照会先 

  

 

 成果検証手順 

・ 最上病院医療科長が、ネットワーク使用

状況等を把握 

・ 国保医療費や外来患者数の変化等は、最

上町まちづくり推進室と最上病院が連

携して統計データを整理 

 

 収集状況 

・ 最上病院・新庄病院間ネットワーク使用

状況（月あたりの延べ対応患者数の増

加、月間平均利用回数等を算定可能）

・ フィルム経費の削減【今後の予定】 

完全 PACS 化の段階で約 25 万円/月

約 300 万円/年の削減効果（現在はフ

ィルムと併用のためこの効果は出てい

ない） 

 生じた効果 

・ 最上病院に不足する専門医を補完でき

たことにより、最上町に居ながら新庄病

院の進んだ医療サービスを享受可能 

・ 最上町内での医療完結により患者の身

体的・経済的負担の軽減 

 

 今後に向けた課題 

・ 新庄病院の放射線科医の負担軽減 

→緊急の読影依頼をしないなど、新庄

病院への配慮が必要 

・ 読影結果のみならず、各科からの治療方

法等のアドバイスも読影結果レポート

に追加が必要 

→電子カルテの情報を付加した上で読

影依頼 

→新庄病院の各科に遠隔画像診断シス

テムを導入 

 

■導入費用：約 4,800 万円（DICOM サー

バ 2 台、画像ビューワ 5 台のハードウェ

ア・ソフトウェア（保守費含む）、ルータ

2 台、CT･CR 等との接続開発費、工事・

作業費等を含む） 

 （人材育成費 約 34 万円含む） 

■運用費用：約 230 万円／年 

 ⇒患者負担を含む画像診断管理加算等の

診療報酬で充当 

 

〒999-6101 

山形県最上郡最上町大字向町 644 番地 

最上町総務課まちづくり推進室 

TEL：0763-23-1003  

FAX：0763-22-3557 

回線費用：30 万円 

遠隔画像診断委託料：200 万円
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(2) 香川県 

「かがわ遠隔医療ネットワーク（K-MIX）」を活用した遠隔画像診断 

 ※画像診断以外に、K-MIX では地域連携パスやカンファレンス、電子処方箋等も実施 

 

①実施体制                      ②取組の背景・地域課題等 

  

③取組の概要 

 

④システム構成 

DICOMサーバ DBサーバ APサーバ

ルータ

インターネット

データセンター

PC

依頼側医療機関 支援側医療機関

PC

検査機器

SSL-VPN、
HPKIによる

セキュリティ

DICOM
サーバ

DICOMサーバ DBサーバ APサーバ

ルータ

インターネットインターネット

データセンター

PC

依頼側医療機関 支援側医療機関

PC

検査機器

SSL-VPN、
HPKIによる

セキュリティ

DICOM
サーバ

 

 画像診断依頼を受け付けている医療機関に対し遠隔画像診断を依頼し実施前に契約調整。

契約は K-MIX の運営機関（香川県医師会）を介さず、依頼側と支援側との個別契約（契

約ごとに条件が異なる）。 

 依頼側は K-MIX を介して契約した支援側に画像（CT が約 6 割、MRI が約 3 割を占める）

を送付し診断を依頼、支援側の読影医は診断結果を伝達（双方が K-MIX 参加機関である

ことが前提）。 

 医療画像の標準規格である DICOM に準拠。画像診断の依頼や読影、結果の伝送等の一連

のやり取りは、全て Web ブラウザ上で操作（DICOM ビューワも提供）。 

 伝送された画像は、民間のデータセンタで運用している K-MIX のサーバに全て蓄積（依

頼側・支援側双方に必要な機器は PC のみ）。 

 平成 15 年の K-MIX 運用開始当初は、事業主体が県、運用を香川県医師会に委託という

方式であったが、現在は事業・運用ともに香川県医師会が担当。 

 離島や山間部が多いことによる、医療資源

の偏りに起因する医療格差を是正するた

め、香川大学を中心に早くから医療情報の

連携に着手 

 平成 15 年に医療情報連携のインフラで

ある K-MIX を構築、県下医療機関間での

画像伝送等を開始 

 当初は県事業として開始、その後香川県医

師会が事業を継承し運営 

支援側：香川大学医学部附属病院、県立中

央病院、高松市民病院、高松赤十

字病院、栗林病院、善通寺病院、

回生病院、三豊総合病院、松井病

院等（画像診断受付 9 機関、約 50

～600 床） 

K-MIX 参加医療機関： 

支援側含め全 107 機関（県外参加

含む） 
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⑤成果検証手順及び収集状況          ⑥取組の評価 

  

⑦費用・補助金等                  ⑧照会先 

  

 

 導入費用：約 3,000 万円（K-MIX のデ

ータセンタ部分の導入費用。参加医療機関

の設備部分は含まず） 

 ⇒県の単独事業で導入 

 

 運用費用：約 600 万円 

⇒参加医療機関の利用料（県内医療機関：

6,500 円/ID）により自立的に運営（医

師会費からの繰入はなく、近年は県から

の補助もなく自律的に運営） 

 生じた効果 

・ 読影医がいない医療機関での撮影画

像の早期診断が可能に 

・ 依頼側の医師が専門外の症例でも、迅

速な画像診断が可能に 

・ 支援側の医師は、多数かつ多様な画像

の読影により読影能力が向上 

 

 今後に向けた課題 

・ K-MIX 参加機関、利用件数の更なる

拡大 

→画像診断以外も含めた有用性の高

い機能の付加・拡張 

 成果検証手順 

・ システム保守ベンダが、システムから

利用件数等のデータを抽出（定期的に

開催される K-MIX 定例報告会等に報

告） 

 

 収集状況 

・ 遠隔画像診断実施件数：4,797 件（平

成 22 年） 

⇒参加医療機関の増加や継続的運用に

よる信頼度向上により、実施件数も

年々増加傾向 

〒760-8570 

香川県高松市番町 4 丁目 1 番 10 号 

香川県健康福祉部医務国保課 

 

TEL：0878-32-3256 

FAX：0878-31-0121 
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(3) 岩手医科大学・岩手県立中央病院 

動画による遠隔での術中迅速病理診断 

 

①実施体制                      ②取組の背景・地域課題等 

  

③取組の概要 

 

④システム構成 

 

 岩手医科大学は釜石病院、久慈病院、仙台オープン病院からの依頼に対応、岩手県立中央

病院は宮古病院、二戸病院、磐井病院、北上病院、千厩病院からの依頼に対応 

 県立久慈病院以外の病院は全て動画対応の機器を使用（県立久慈病院はバーチャルスライ

ド方式の機器を使用） 

 診療報酬は、岩手医科大学は依頼側と折半、岩手県立中央病院は 9 割を収受 

 診断の質を左右する標本は、依頼側の検査技師が支援側で定期的に研修を受けて作製 

 支援側病理医と依頼側外科医の円滑なコミュニケーションが運用のポイント。県立中央病

院は、導入に先立ち、コミュニケーション作りのため、依頼側医療機関に週 1 回出張し術

中迅速診断を実施 

 岩手医科大学ではバーチャルスライドをカンファレンスや学生教育用にも使用 

 北海道に次いで広大な岩手県では病理医

が偏在（全県 22 人中 20 人が盛岡地区）

 8 つの県立広域中核病院のうち 6 病院で

病理医が不在 

 慢性的な病理医の不足と偏在への対策と

して、平成 9 年頃から遠隔病理診断の取

組を開始 

支援側：岩手医科大学医学部病理学教室 

岩手県立中央病院（685 床） 

依頼側：宮古病院、二戸病院、磐井病院、北

上病院（中部病院）、千厩病院、釜

石病院、久慈病院（以上、全て岩手

県立病院）、仙台オープン病院 

    （約 100～400 床） 

出所：平成22 年度日本対がん協会・がん医療水準均てん化推進事業 第 2 回フォーラム 冨地信和氏
（岩手県立中央病院病理診断センター）講演資料 

情報ハイウェイ
光、100Mbps
（8Mbpsを使用）
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⑤成果検証手順及び収集状況          ⑥取組の評価 

  

⑦費用・補助金等                  ⑧照会先 

   

 

〒020-8505 

岩手県盛岡市内丸 19-1 

岩手医科大学 医学部 病理学講座 

先進機能病理学分野 

TEL：019-651-5200 

FAX：019-651-9246 

 

〒020-0066 

岩手県盛岡市上田 1-4-1 

岩手県立中央病院 病理診断センター 

TEL：019-653-1151(代表) 

■導入費用 

・ 依頼側は一式 1,500～1,600 万円、

支援側は一式 400～500 万円 

・ 依頼側で従前は病理診断を行ってい

ない場合、標本作製のクライオスタッ

ト（500～600 万円）も必要 

⇒岩手医科大学はベンダとの共同開発の

ため負担なし。県立病院は県で負担 

 

■運用費用（1 利用機関あたり） 

・ 回線使用料（3,500～4,000 円/月）

⇒病院で負担 

※現在は負担していないが、今後、電動

顕微鏡等の保守費（約 50 万円/年）が

発生する可能性 

 生じた効果 

・ 切除範囲の縮小化、手術が 1 回で済むこ

とによる患者の経済的・身体的負担の軽

減（例：肺がんは術中迅速診断を実施し

て手術が 1 回で済んだ場合、術中迅速診

断なしで手術を 2 回行った場合と比較

して約 50 万円節約） 

・ 地域完結の医療提供体制（病理診断が必

要な手術を受けるために、盛岡の病院ま

で行かなくて済む） 

・ 外科医の不安軽減（術式の確認） 

 

 今後に向けた課題 

・ 機器購入費や通信費の病院負担が導入

の障壁 

・ 病理医の充実（支援側には複数の専門の

病理医が必要） 

・ 良質な標本作製のための技師の育成 

 成果検証手順 

・ 支援側が依頼側にアンケート（項目

は、医療の質の向上、がん医療の地域

格差是正、患者の術後の QOL 向上、

病院の収益向上等） 

⇒岩手医科大学は厚生労働科学研究の一

環で実施、岩手県立中央病院は事業評

価として依頼側外科医（5 病院 12 名）

へ実施。それぞれ単発実施。 

 

 収集状況 

・ 術中迅速病理診断実施件数（岩手県立

中央病院は平成 9～22 年 4 月の 13

年間で 1,873 件） 

・ アンケート回答（岩手県立中央病院）

⇒医療の質の向上に貢献→全員 

⇒がん医療の地域格差是正に貢献→11

名/12 名 
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(4) ㈶ルイ・パストゥール医学研究センター 

京都府下の病院との遠隔病理診断 

 

①実施体制                      ②取組の背景・地域課題等 

  

③取組の概要 

 

④システム構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※遠隔操作顕微鏡搭載静止画カラーテレパソロジーシステム及びバーチャルスライドシステムを使用 

 依頼側医療機関の外科医が術中迅速病理診断の必要な手術を行う場合、依頼側の連絡窓口

となっている検査技師を通じ支援側の病理医へ診断を依頼し、日程調整 

 手術中、病理医は検体が採取されるまで待機、技師から採取の連絡があった後、遠隔病理

診断システムを介して病理診断を実施 

 病理診断は、支援側と依頼側医療機関の手術室及び検査室とがシステムによってつなげら

れ、静止画像・音声にて診断結果の説明・質疑等のコミュニケーションを取る。診断終了

後、病理医は口頭での診断結果を記録（文章化）し依頼側医療機関へ送付 

 多様な診療科に対応し年間 50～100 件程度実施。特に術前の検査による病変の有無等の

判別が困難とされる呼吸器外科における実績が多数（他に乳腺や胆管等も判断が困難）。

 少なくとも月 1 回、支援側の病理医と、依頼側の外科医や検査技師が顔を合わせ、病理診

断を行った症例の検討等対面でコミュニケーションを取ることにより、単一の医療チーム

としての体制を維持 

 患者負担軽減や早期回復のため、手術時の

切除範囲を可能な限り小さく留める「縮小

手術」が重要視される傾向 

 そのため、術中迅速病理診断を必要とする

医療機関が府下に点在、しかし術中迅速病

理診断のできる病理医が不足 

 地域完結型医療の実現に向け、精度・質の

高い手術を地元の医療機関で提供しよう

とする意欲ある医療機関の支援のため、事

業を開始 

支援側：㈶ルイ・パストゥール医学研究セ

ンター 

依頼側：公立山城病院（321 床、支援側と

約 40km 離れている）ほか府下 2

機関 

依頼側医療機関
（財）ルイ・パストゥール

医学研究センター

バーチャルスライド
サーバ閲覧用モニタ

（手術室）

遠隔操作・
閲覧用PC

マイク

VPNルータ VPNルータ

検査機器
（検査室）

IPーVPN

依頼側医療機関
（財）ルイ・パストゥール

医学研究センター

バーチャルスライド
サーバ閲覧用モニタ

（手術室）

遠隔操作・
閲覧用PC

マイク

VPNルータ VPNルータ

検査機器
（検査室）

IPーVPNIPーVPN
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⑤成果検証手順及び収集状況          ⑥取組の評価 

  

⑦費用・補助金等                  ⑧照会先 

  

 

〒606-8225 

京都府京都市左京区田中門前町 103-5 

㈶ルイ・パストゥール医学研究センター 

臨床病理研究部 

TEL：075-712-6009 

FAX：075-712-5850 

 導入費用：1 利用機関あたり千数百万円

（機器一式）＋設置料 

⇒最初のモデルは MEDIS による委託研

究費で開発。その後の更新は利用機関

の積立費及び㈶ルイ・パストゥール医

学研究センターの研究費等で補う 

 運用費用 

⇒主に事業参加医療機関が負担する事業

費（システムの保守・更新のための基

本料金と診断実績件数に応じた診断料

（百数十万円/年程度）からなる）によ

り運営 

 

 生じた効果 

・ 常勤病理医の雇用コストを回避しつ

つ、質の高い手術が地元で提供可能 

 

 今後に向けた課題 

・ 遠隔病理診断の継続的運用（人員体

制、費用面での強化、標本作成等の技

量の維持・向上等） 

 成果検証手順 

・ 病理診断実施後に、診断結果の妥当

性、診断スピード等の観点、判断プロ

セス、標本作製の精度・方法等につい

て検証 

 

 収集状況 

・ 診断結果・所見の記録（紙及び電子デ

ータ） 

・ 遠隔病理診断に用いた組織切片標本

又は細胞診標本 

・ 判断プロセス図（システムでマッピン

グし出力） 

⇒画像枚数平均値・観察ステップ数平

均値・画像 1 枚あたりの観察ステッ

プ数：Positive 症例（20.2、36.8、

1.8 以上）、Negative 症例（29.8、

50.5、1.8 以下） 
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(5) 北海道 

旭川医科大学病院による地方病院支援のための遠隔診断・診療支援 

※コンサルテーション以外にも、画像・病理診断や遠隔診療(在宅診療)も実施 

 

①実施体制                      ②取組の背景・地域課題等 

  

③取組の概要 

 

④システム構成 

VPN網

TV会議システム
(HD/SD)

TV会議システム
(HD/SD)

検査機器装着用
CCDカメラ装置画像診断装置

書画カメラ

書画カメラ

画像伝送装置 検査機器

ルータ ルータ

検査機器

依頼側医療機関
旭川医科大学病院
遠隔医療センター

インターネット

非リアルタイム型
遠隔相談システム

非リアルタイム型
遠隔相談システム

VPN網VPN網

TV会議システム
(HD/SD)

TV会議システム
(HD/SD)

検査機器装着用
CCDカメラ装置画像診断装置

書画カメラ

書画カメラ

画像伝送装置 検査機器

ルータ ルータ

検査機器

依頼側医療機関
旭川医科大学病院
遠隔医療センター

インターネット

非リアルタイム型
遠隔相談システム

非リアルタイム型
遠隔相談システム

 

 地方病院の外来患者の診断に関する非リアルタイムでの診療相談・症例検討（地方病院の

医師が外来診察時の検査データ等を元に旭川医科大学の専門医へ相談、専門医が返答） 

 地方病院の医師では対応困難な場合や旭川医科大学での治療の必要性が考えられる場合、

日時を調整し旭川医科大学の専門医がリアルタイムで遠隔診察、地方病院医師への治療方

針のアドバイスや手術・入院の要否の判断 

 旭川医科大学病院での入院・手術後、地方病院の外来へ戻った患者を通院時、在宅におい

て必要に応じて専門医が遠隔からフォローアップ 

 脳卒中など救急の患者に対し、地域の病院での対応か専門医療機関への搬送が必要か等、

旭川医科大学の専門医が画像とテレビ会議システムによる診察から治療方針を決定、旭川

への搬送が必要な場合は得られたデータ等を基に搬送中に受入れを準備） 

 当初は眼科から開始し、現在は精神科、内科全般へ展開 

 過疎化により広大な面積に住民が点在し

ており、冬季に移動が困難になる等の特性

をもつ医療圏をかかえ、医療資源の不足及

び偏在による地方と都市の医療格差が拡

大 

 地方の専門医不足により高度な医療を受

けるため患者は遠方まで通院が必要 

支援側：旭川医科大学病院（602 床） 

依頼側：公立芽室病院、遠軽厚生病院、名

寄市立病院、留萌市立病院、富良

野協会病院等全 1４施設（約 150

～300 床。旭川医科大学から約

50～250km） 
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⑤成果検証手順及び収集状況          ⑥取組の評価 

  

⑦費用・補助金等                   ⑧照会先 

  
 

 

〒060-8588 

札幌市中央区北３条西６丁目 

北海道保健福祉部保健医療局医療政策課

地域医療グループ 

TEL：0112-31-4111 

FAX：0112-32-4108 

 導入費用：約 1 億円（サーバ、テレビ会

議システム 17 台等ハードウェア約

6,000 万円、ソフトウェア開発費 2,000

万円、ネットワーク工事費 1,250 万円）

⇒総務省地域 ICT 利活用モデル構築事業

（約 1 千万円）、総務省ユビキタスタウ

ン構想推進事業（約 7 千万円）で充当。

それ以外は旭川医科大学が負担 

 

 運用費用：約 3,600 万円/年（遠隔医療

センターの人件費含む） 

⇒センターの設備・人件費は旭川医科大

学が負担（うち、一部は企業等からの

寄付講座などで充当） 

 生じた効果 

・ 地域での医療水準の維持 

・ 支援側医療機関への患者集中の抑制、

地域と専門医療機関の適正な役割分

担 

・ 専門医不足への対応 

・ 患者負担の軽減 

・ 遠隔医療システムの導入による経済

効果（9 医療圏合計で約 13 億円/年）

 

 今後に向けた課題 

・ 運用のルールつくり 

・ 支援側医療機関に対するインセンテ

ィブなど負荷増に対する支援策 

 成果等の検証手順 

・ システムログを抽出し遠隔コンサル

テーション実施回数等を集計 

・ 旭川医科大学遠隔医療センターの専

任職員による患者・医療機関へのヒア

リング等により、地元での診療継続

率、各種経済効果、利用者満足度等を

把握 

 

 収集状況 

・ 地元での診療継続率（地域完結型医療

がどの程度実施できているか）：79％

（平成 22 年度：33 症例に対して）

・ 患者の通院にかかる経済的負担の軽

減：398,700 円 

（平成 22 年度：33 症例に対して）
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(6) 富山県南砺市 

小児科における遠隔コンサルテーションによるへき地の診療所の支援等 

 

①実施体制                      ②取組の背景・地域課題等 

  

③取組の概要 

 

④システム構成 

 

【コンサルテーション】 

支援側：南砺市民病院（主に小児科/180 床）

依頼側：利賀診療所、上平診療所 

（南砺市民病院←約 43Km→利賀診療所）

【カンファレンス】 

富山大学附属病院（総合診療科）を中心に、

南砺市民病院、公立南砺中央病院、利賀診療

所、上平診療所が参加（約 0～150 床） 

【コンサルテーション】 

 市民病院のベテランの小児科医が毎週月曜 17 時から利賀・上平両診療所の医師にテレビ

電話で声を掛け相談に乗る（各 10～20 分程度）。定例の小児科以外では診療所から各科

（内科等）への相談等が徐々に拡大中 

 相談内容は、個別の症例へ特化したものは少ない（約 9 割は普通の電話でも可能な内容だ

が、1 割程度は画像等の参照が必要）。 

【カンファレンス】 

 1:n の多地点遠隔カンファレンスシステムの導入により、富山大学附属病院での定例カン

ファレンスに、南砺市民病院や公立南砺中央病院、診療所が遠隔で参加（毎週木曜） 

 テーマ設定（ケースの提示等）や進行は富山大学（南砺市民病院等も時折担当） 

 旧 8 町村の公立医療施設の経営改善・強化

に向け、機能再編・ネットワーク化により

みなし単一病院として医療情報システム

を統合（電子カルテ統一） 

 遠方の市民病院まで通院せずとも診療所

である程度の診療が受けられるよう、シス

テム統合による情報共有に加え、専門医に

よる診療所の医師（自治医大から 1 年交代

で派遣される若手医師）の支援が必要 

資料:南砺市 
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⑤成果検証手順及び収集状況          ⑥取組の評価 

  

⑦費用・補助金等                  ⑧照会先 

 

■導入費用：約 3,000 万円（遠隔コンサル

テーション用システム 1 式、PC19 台の

ハードウェア費、多地点遠隔カンファレン

スシステム等の開発費含む） 

⇒地域 ICT 利活用モデル構築事業（約

3,000 万円）にて充当 

・旧町村を結ぶ 1Gbps の通信網は地域イ

ントラネット基盤施設整備事業で、医療

情報システム（オーダリング）は厚生労

働省の補助で整備 

・電子カルテの統一は病院事業債・過疎債

にて対応 

■運用費用：100 万円/年（PC 保守料、通

信費） 

⇒南砺市の財源で充当 

※壊れにくい専用機を導入時に選択する

等の工夫により保守契約をせず、運用費

用を圧縮 

 成果検証手順 

・ 対象地域の全世帯への郵送アンケート

にて利用者の満足度等を把握（サンプル

数 1,000 弱。回収率 80%程度） 

・ 南砺市民病院医事課と南砺市医療局で

医療費、小児科の患者数、罹患率等を算

出 

 

 収集状況 

・ 利用者の満足度（患者･家族 75%、医

師 80%） 

・ 診療所の小児受診患者数の増加（前年比

154.2％増加） 

・ 利賀地区の小児の診療所受診率（平成20

年度72%→平成21 年度92.3％→平成22

年度92.5%） 

・ 他地域に流出せず各地域で医療が完結

する割合（平成 21 年度 12.2%→平成

22 年度 20.5%） 

 生じた効果 

【コンサルテーション】 

・ 1 年交代で派遣される若手医師のサポ

ート（診療所での孤立感の軽減） 

・ 人的ネットワークの醸成に貢献 

・ 患者（小児）と家族の通院負担軽減（平

成 21 年度360 時間、約 20 万円軽減）

【カンファレンス】 

・ へき地の診療所でもある程度の勉強が

可能（南砺市民病院の知名度の向上）

 

 今後に向けた課題 

・ 利便性の体感、テレビ電話への慣れ、支

援側医師への手当て等による、多くの医

師・診療科への利用拡大（特に小児科よ

りもニーズの高い糖尿病等の管理への

活用） 

・ 他院との連携拡大（自院内では発生しな

いコンサル料等の手当てがいずれ必要）

〒939-1518 

富山県南砺市松原 577 

南砺市医療局 

TEL：0763-23-1003 

FAX：0763-22-3557 
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(7) 岐阜救急災害医療研究開発機構 

岐阜大学医学部附属病院を中心とした救急搬送の最適化 

 

①実施体制                      ②取組の背景・地域課題等 

  

③取組の概要 

 

④システム構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 岐阜県は人口 10 万人あたり医師数が全

国ワースト 10 位の医療過疎地域 

 県の山間部面積は 81％（全国２位）、県

東部は救急搬送時間が全国平均（36.1

分）より長い（高山地域は 54.9 分） 

 短時間・少ない労力で最適な救急搬送先

を選定し、十分な受入準備が可能となる

よう、岐阜大学医学部が中心となって推

進

参加医療機関 

岐阜大学医学部附属病院（606 床）を中

心とし県内各地の 15 基幹病院と連携 

Medica(患者情報入り IC カード)配布地域

美濃加茂市、岐阜市、羽島市、各務原市、

可児市、恵那市、加茂郡坂祝町、富加町、

川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東

白川村、可児郡御嵩町、羽島郡笠松町の 6

市 8 町 1 村で運用 

 救急搬送時、患者の容態や地理情報等の救急現場の情報と、どの病院のどの診療科で応需

可能な医師がいるか等の救急病院側の情報を、リアルタイムでシステムが把握・マッチン

グさせ、最適な搬送先病院を自動判定し救急隊員の端末へ通知 

 応需可能な医師の情報は、医師が勤務時に打刻・携帯する勤務カードの履歴情報をリアル

タイムで自動取得。また、無線 LAN でカード（＝医師）の位置情報を把握、どこ（手術

室、処置室、控え室等）に在室しているかにより医師の空き状態も判別 

 患者の容態等に関する現場の情報は救急隊員が発した音声を救急車に搭載したシステム

が自動で認識・読み取りシステムに取り込む。Medica を持つ患者には PDA で患者情報

を読み取り迅速に情報収集 

 平成 22 年度には、札幌市で実施中のテレフォントリアージ（コールセンタによる救急搬

送判断支援）の連携の他、一次受入病院・二次受入病院・情報センタで救急患者の CT 画

像等をリアルタイムで共有し転送判断を行うシステムを検討・開発

Medica 
県内の対象医療機関に入院
した患者に配布しているIC
カード。患者の氏名、年齢、
血液型、既往歴、処方薬、
アレルギー等の情報を格納

資料：http://gedmro.gemsis.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=91
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⑤成果検証手順及び収集状況          ⑥取組の評価 

  

⑦費用・補助金等                  ⑧照会先 

  

 

 

 

 導入費用 

・ 経済産業省「車載 IT を活用した緊急医

療体制の構築事業」（約 5 億円／3 年）

にて充当（現在構築中。９病院・救急

車７２台に設置） 

・ 札幌のテレフォントリアージとの連携

や、救急搬送・転送最適化等は、総務

省「平成 22 年地域 ICT 広域連携事業」

（2 件で合計約 2.5 億円）にて充当（現

在構築中） 

 生じた効果 

・ 受入側（救急病院）が、搬送中の受入

予定患者の情報を早い段階で把握でき

ることで、十分な受入態勢をとること

が可能 

 

 今後に向けた課題 

・ 二次医療圏を超えた救急搬送網の確立

・ 階層別トリアージシステムの追加（構

築中） 

・ 一次受入病院から二次受入病院への転

送の最適化 

 成果検証手順 

・ 岐阜救急災害医療研究開発機構にてデ

ータ解析、参加機関へのヒアリング等

・ Medica 発行企業が各病院を通じてカ

ード所有者数の集計・確認 

 

 収集状況 

・ Medica 配布数（約 5,500 枚） 

・ Medica 所有者の救急利用率（3.6％、

脳神経外科では 11％） 

・ 救急隊における最適な搬送先の迅速な

把握による搬送時間短縮（平成 24 年

の運用開始以降に実績値が出る予定）

〒501－1194 

岐阜県岐阜市柳戸 1－1 

特定非営利活動法人 岐阜救急災害医療研

究開発機構（岐阜大学医学部附属病院内）

TEL：0582-30-6449 

FAX：0582-30-6451 
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(8) 岡山県新見市 

訪問看護師を介した遠隔診療 

 ※遠隔診療の他に遠隔コンサルテーションも実施 

 

①実施体制                      ②取組の背景・地域課題等 

  

③取組の概要 

 

④システム構成 

 
資料：新見市（平成 21 年度地域 ICT 利活用モデル構築事業 事業企画書） 

 医療機関に設置のテレビ電話（万事万端）と独自開発のテレビ電話付き診療支援端末（医

心伝信）とで遠隔での診察（DtoNtoP）を実施（概ね月 1 回、1 回 5 分程度） 

 各戸へのテレビ電話の設置は膨大な費用となるが、訪問看護師が機器（医心伝信）を持っ

て訪問するシステムとすることで少ない台数で運用（一部のリハビリ患者・がん患者・重

症患者等の在宅療養者宅にはテレビ電話を設置） 

 高齢者は工事業者が家に入ることやテレビ電話で家の中が見えることを嫌がるので、導入

時には丁寧な説明を行うとともに、看護師が配線工事に立ち会うようにしている 

 典型的な中山間地域のため、医療機関が

市中心部に集中しており、郡部で通院困

難な患者が多い 

 高齢化率が 30%を超え、独居世帯も多い

ため、在宅療養者への対応が緊急課題 

 新見市ラストワンマイル事業（平成 17～

19 年度）で敷設した光ファイバを医療分

野でも活用するべく平成 16 年に研究会

を立ち上げ、検討 

支援側：太田病院（60 床）、阿新診療所、

渡辺病院（98 床）、長谷川紀念病

院（60 床） 

依頼側：訪問看護ステーション 2 施設、介

護施設 8 施設 

利用患者：太田病院 3 人、阿新診療所 18

人、長谷川紀念病院 1 人（平成

23 年 3 月現在） 

※遠隔診療は実施していないがこの取組へ

の参加施設として上記の他に27施設（病

院・診療所・介護施設等） 
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⑤成果検証手順及び収集状況          ⑥取組の評価 

  

⑦費用・補助金等                  ⑧照会先 

  
 

 

〒718-8501 

岡山県新見市新見 310-3 

新見市福祉部市民課地域医療係 

TEL：0867-72-6130 

FAX：0867-71-0081 

■導入費用：約 1,400 万円（ハード 69 台

590 万円、工事費 350 万円等） 

⇒地域 ICT 利活用モデル構築事業で充当

 

■運用費用：約 700 万円（テレビ電話等リ

ース料 500 万円、接続料 200 万円） 

⇒新見市からの運営補助金と新見医師会

の負担金で充当 

 

※以上の費用には、遠隔診療だけでなく遠

隔コンサルテーションの分も含まれる 

 生じた効果 

・ 患者の通院負担軽減 

・ 医療機関の受入可能患者の増加 

・ 慢性疾患や褥創の状態観察に有効 

・ 従来は入院していた患者の自宅療養が

可能 

・ 早期の診断・処置が可能 

 

 今後に向けた課題 

・ 患者への普及にはインターネットの接

続料（月 4,980 円）の低価格化が最重

要課題 

・ 地域を広げるためには、機器をより使い

やすく改良することが必要 

・ 利用患者が少ないため、効果を検証する

には回数を重ねて、どのようなケースで

有効であるか等のエビデンスを蓄積す

ることが必要 

■成果検証手順 

・ 新見医師会が参加機関から毎月、実験

結果報告書（実験日時、内容、参加機

関・スタッフ、良かった点・改善すべ

き点等を記入）を収集 

・ 新見公立短期大学が、在宅療養者や家

族介護者へのアンケートを実施 

 

■収集状況 

・ テレビ電話による遠隔での診察件

数：計 208 回（阿新診療所、平成 22

年 4 月～23 年 2 月） 

・ 医師の往診時間削減（約 98 時間の削

減、平成 22 年 4 月～23 年 2 月）

・ 在宅療養者や家族介護者の満足度（全

員が継続利用を希望） 
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(9) 北海道函館市・奥尻郡奥尻町 

北海道函館市・奥尻島間における遠隔妊婦健診 

※函館ではこの他に地域医療連携、在宅見守り、生体情報モニタリング等も実施 

 

①実施体制                      ②取組の背景・地域課題等 

  

③取組の概要 

 

④システム構成 

 

 支援側医療機関（分娩先）にて受診した奥尻島の妊婦のうち、妊娠 25 週前後以降で低リ

スクの者に通院負担・リスクの軽減策として紹介、利用意向・同意の得られた妊産婦を依

頼側医療機関に紹介 

 妊婦健診拠点（奥尻国保病院）の医師によるノンストレステストのデータ（CTG モニタ

で取得した胎児心拍や子宮筋収縮等）を、ネットワークを介し分娩先主治医（産科医）へ

伝送。周産期管理システム（EMR）上でデータを参照しながら在島妊婦や依頼側医療従

事者とテレビカンファレンスによる診察・コミュニケーション等を実施（妊婦と支援側産

科医との都合が付かない場合はデータを支援側産科医が後から確認） 

 14 回の健診のうち最大８回(平均半数)を遠隔で代替、関係者間で経過・診療計画を共有

 健診データを含む母児のカルテ情報を共有（依頼側・支援側双方で書込・参照、函館中央

病院総合周産期センターは参照のみ） 

 島には産科医や助産師等お産の専門家が

いない 

 比較的近隣（対岸）の江差病院の産科閉鎖

後、年 10～20 名の妊産婦は函館へ通院、

分娩も全て島外（分娩時転居の事例多数）

 島内にいる間の妊婦の健康状態の把握や

緊急時の迅速対応が困難なため、妊婦及び

家族の経済的・身体的・精神的負担が甚大

 荒天時は交通手段がなくなり、健診機会が

失われる 

支援側：えんどう桔梗マタニティクリニッ

ク（産科医 2 名。19 床） 

函館中央病院総合周産期センター

（緊急時の後方支援として） 

依頼側：奥尻町国民健康保険病院（一般診

療を行う常勤医２名、歯科医 1 名。

54 床） 

（両地点間は約 110km、フェリー等交通

事情により通院 1 回ごとに 2 泊 3 日必要）

インター
ネット

CTGモニタ
TV電話

えんどう桔梗マタニティ
クリニック

奥尻町国民健康保
険病院

TV電話

PC

データセンター

SSL-VPNによる

セキュリティ

周産期電子カルテ

函館中央病院

PC

インター
ネット

インター
ネット

CTGモニタ
TV電話

えんどう桔梗マタニティ
クリニック

奥尻町国民健康保
険病院

TV電話

PC

データセンター

SSL-VPNによる

セキュリティ

周産期電子カルテ

函館中央病院

PC
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⑤成果検証手順及び収集状況          ⑥取組の評価 

  

⑦費用・補助金等                  ⑧照会先 

  

〒040-8666 

北海道札幌市中央区南１条西１ 

札幌医科大学大学院医学研究科 

（北海道地域ネットワーク協議会） 

TEL：0116-11-2111 

FAX：0112-32-2411 

 導入費用：約 2,200 万円（サーバ設置費

2,000 万円、CTG2 台 200 万円） 

⇒総務省地域 ICT 利活用モデル構築事業

（地域医療連携等周産期医療支援シス

テム以外も含め総額約 4,700 万円）、

総務省 ICT ふるさと元気事業（同約

8,000 万円）で充当 

 運用費用：約 75 万円/年（サーバ利用料

66 万円、通信費 9 万円） 

・ 事業の企画・運用等については協力機

関がボランティアで対応 

・ 自治体からの補助なし。函館市の運営

費補助は地域医療連携（MedIka/ID

リンク）に注力 

 

 生じた効果 

・ 函館への健診に要する経済的・身体

的・精神的な負担やリスクの大幅削減

・ 対象妊婦が本システムによる正常なモ

ニタリング下で無事分娩したことで、

島在住だが第 2 子妊娠の意向を表明 

・ 在島での妊娠への安心感醸成 

・ 系時的・連続的母児状態監視による先

取り的な対応が可能 

 

 今後に向けた課題 

・ 産婦人科機能不全の道内地域（他の離

島、遠隔地、都市部）への展開 

・ 函館市内の全ての小児科医・産科医へ

の実施体制の拡大 

・ 協力医療機関の負担軽減（診療報酬認

可） 

・ 受益者による均等な費用負担での運用

 成果検証手順 

・ 支援側医療機関及び対象妊産婦へのヒ

アリング等により把握（平成 23 年 3

月時点で対象となる妊産婦は計 8 名）

 

 収集状況 

・遠隔妊婦健診による通院費（交通費・

宿泊費）負担の軽減：平均約 33 万円

の軽減（妊婦 1 人の健診期間を通じた

総額。付添いの費用含む） 
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(10) 岩手県遠野市 

定期的なバイタルチェックと遠隔健康指導・相談による高齢者の健康増進 

 

①実施体制                      ②取組の背景・地域課題等 

  

③取組の概要 （類型・種別等） 

 

④システム構成 

Bﾌﾚｯﾂ網

データセンタデータセンタ

１０箇所

地区センタ等地区センタ等（（CATVCATV網）網）
ASPテレビ電話

サービス
インターネット網

ＤＭＺLAN

遠隔保守拠点遠隔保守拠点

WAN

ISDN回線

１箇所

ISDN
ﾙｰﾀ

VPNﾙｰﾀ

バイタルデータ通信の流れ

論理接続イメージ凡例

テレビ電話通信の流れ

WEBサーバ

DBサーバ

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ装置

バイタルデータ
収集システム

サーバ群

CATV網

７箇所集会所（集会所（光ｹｰﾌﾞﾙ網光ｹｰﾌﾞﾙ網））

ＩＳＰ

USB型レシーバ

USB型レシーバ

既設HGW

医師拠点医師拠点 ４箇所

看護師拠点看護師拠点 １箇所

コールセンタコールセンタ １箇所
既設ONU

指導者操作用PCケアコンシェルジェ

VP2000VP2000

VPNﾙｰﾀ

IPsecVPN

■バイタルデータ収集システム

テレビ電話を介し、歩数・血圧・脈拍・体
重のデータを管理サーバに蓄積。

遠隔の専門医や地域のコメディカル等と
テレビ電話でデータを共有しながら健康づ
くりの指導を受けることができる。
（一部構築済）

バイタルセンサ

・体組成計
・血圧計
・歩数計(１個/人)
・尿糖計or血糖計

バイタルセンサ
・体組成計
・血圧計
・歩数計(１個/人)
・尿ｃ糖計or血糖計

既設ONU

VPNﾙｰﾀ

SW-HUB

ISDN
ﾙｰﾀ

ＣＡＴＶ網を利用し、市内全域
でテレビ電話の使用が可能

既設ONU

VPNﾙｰﾀ

 
資料：遠野市 

 コールセンタの看護師 4 名・補助員 4 名の 8 人（4 人×2 班）で市内 17 か所を巡回し、

週 1 回、参加者（約 300 名）のバイタルデータを収集（参加者から見れば健康増進活動

であり参加者自身で計測機器の操作も可能（操作が難しい参加者には看護師等が補助）。月

1 回は血液データも採取） 

 バイタルデータ収集時に、専門医やケアコンシェルジュ（遠野市以外の利用者にも対応）

が、蓄積されたバイタルデータの変化等も確認しながら、テレビ電話による遠隔での健康

指導・相談を実施（対面診療は必要だが、対面での健康指導・相談と同等の効果あり） 

 バイタルデータの変化を見るには長期間のデータ蓄積が必要なため、顕著な数値は未だ集

められていないが、当初からの参加者の中には行動変容している者もいる 

 平成 14 年 4 月、県立遠野病院の産科医

が不在となり、分娩施設が市内からなくな

ったことから、現市長が遠隔妊婦健診に取

り組み、出生数を回復 

 市域が広大（東京 23 区と同等）で医療過

疎や高齢化が進んでいるため、この成功し

た仕組みを高齢者の健康づくりにも展開

支援側：榊原記念病院 

栗原クリニック 

（東京都） 

コールセンタ 

（横浜市） 

※ 榊原記念病院：320 床 

依頼側：コミュニティセンタ、地区センタ、

デイケア施設等市内 17 か所 

1 回/3 か月 

専門医 2.5 人 

1 回/週 
コメディカル「ケ
アコンシェルジュ」
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⑤成果検証手順及び収集状況          ⑥取組の評価 

  

⑦費用・補助金等                  ⑧照会先 

 

■導入費用：約 8,100 万円（17 か所に設

置するテレビ電話、血圧計、体重計や歩数

計等のハードウェア費、バイタルシステム

設計費、工事・作業費含む） 

・地域 ICT 利活用モデル構築事業（平成

20 年度：約 4,700 万円、平成 21 年

度：約 3,400 万円） 

・ICTふるさと元気事業（約 8,400 万円）

 

■運用費用：約 370 万円/年 

・平成 23 年度は市の一般財源で充当する

ことを予定 

・利用者の自己負担（会費）で充当予定 

（歩数計電池、テレビ電話健康指導通信

料等） 

 生じた効果： 

・ 地元のコメディカル、遠隔のケアコン

シェルジュ・専門医等の連携による地

域連携協力体制の確立 

・ テレビ電話での遠隔健康相談による参

加者の健康維持 

・ ヘルスケア IT 機器を住民が自ら利用

することによる、住民の行動変容 

 

 今後に向けた課題： 

・ 参加者の増加による支援側専門医の負

担増 

→ケアコンシェルジュのスキル向上に

よる専門医の負荷軽減 

・ 通信費等の高額な運営維持費 

→参加者による一部負担も視野 

→導入経費のみならず、複数段階による

運用経費の確保 

 成果検証手順： 

・ 参加者のバイタルデータや血液データ

等は、コールセンタの採取班（地元のコ

メディカル）が、週 1 回、地区センタ

等 17 か所で収集 

・ 本事業で調達した血液推移モデル化シ

ステム、バイタルデータ収集システムに

よる、収集したデータの時系列分析 

 

 収集状況： 

・ 歩数、体重、血圧、BMI、内臓脂肪率、

筋肉率、体脂肪率、HbA1c、HDL-C、

LDL-C 等 

・ 最高血圧（有意改善者率 62.7％） 

・ LDL-C（有意改善者率 47.1％） 

・ ４群該当者の 83.3％ 

３群該当者の 64.7％ 

※4 群＝高血圧症群、糖尿病群、高脂血症

群、肝機能異常群 

〒028-0541 

岩手県遠野市松崎町白岩字薬研淵 4-1 

遠野市健康福祉部市民医療整備室 

TEL：0198-62-5111  

FAX：0198-62-1599 

の改善 
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(11) 福島県西会津町 

高齢者を中心とした家庭血圧測定による遠隔健康管理 

 

①実施体制                      ②取組の背景・地域課題等 

  

③取組の概要 

 

④システム構成 

CATVネット
ワーク（光）
CATVネット
ワーク（光） 支援側医療機関

健康支援係/
保健センタ

健康管理端末
（こゆり）

利用者宅

ルータ

ルータ

プリンタ

ルータ

在宅健康管理クライアント

プリンタ

在宅健康管理クライアント

メインサーバ

サブサーバ

サーバルーム

モニタ

ルータ

バックアップ
用NAS

  

保健指導側：西会津町健康福祉部健康支援係

（保健師：計 8 名） 

協力医療機関：国保西会津診療所、国保直営

群岡診療所（医師：計 3 名）

対象者：医師が循環器系に係る保健指導を必

要と認めた者 

在宅要介護者で特に循環器に係る保

健指導が必要な者（参加者：371 名、

稼働機器：260 台） 

等

 参加者が機器を用い各自のタイミングで血圧・心電図を測定。問診等を入力。測定された

データは自動的に保健センタのサーバに蓄積。 

 翌日保健師が新たに蓄積された全データを閲覧・確認。結果とそれに対するコメントを各

利用者に返信するとともに、管理者用データ一覧にもコメントを付記 

 血圧に激しい変化があった場合等の特に気になるデータの場合は電話や訪問により健康状

態を確認 

 月 1 回データの推移をグラフ化（システムによる自動生成）して、コメントを付記し利用

者に送付 

 定期的に診療所の医師から参加者の受診・投薬状況等を情報共有するとともに、保健師か

らは血圧測定状況から処方されている薬の変更等情報を提供

 平均寿命が低く脳卒中や糖尿病の割合が

高かったことから、前市長就任時から保健

事業に注力。家庭での血圧測定もその一環

 広大な面積・積雪等の制約により、戸別訪

問による保健指導等が難しく、通信網（最

初は電話回線、後に CATV を敷設し移行）

を使った家庭血圧測定事業を開始。以後、

回線や機器の更新を繰り返しつつ長期継

続、現在に至る 
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⑤成果検証手順及び収集状況          ⑥取組の評価 

  
⑦費用・補助金等                  ⑧照会先 

  

 成果検証手順 

・ データはシステムにより自動的に収集

し、町職員が確認 

・ 医療費削減効果等は外部機関（大学）

に評価分析を依頼 

 

 収集状況 

・ バイタルデータの改善程度（血圧・心

電図・脈拍・体重・体温・歩行数） 

・ 事業参加者と非参加者の医療費（テレ

ケアユーザの医療費は非ユーザよりも

15,688 円／年、21.2％低い） 

・ 導入前後の通院頻度（増加：1.3％、

減少・不変：75.8％） 

・ 体調・健康意識改善効果（維持・改善：

90.3％） 

 生じた効果 

・ イベント発生リスクの回避・早期発見

・ 通院回数の維持・減少 

・ 医療費の削減（夏季の降圧剤といった

不要な投薬抑制等による） 

 

 今後に向けた課題 

・ アンケートにて「改善しなくてはいけ

ないと思っているができない」として

いる者への適切な指導・支援 

→対象を絞った保健指導等の展開 

■導入費用：約 1 億円（サーバ・UPS：620

万円、健康管理端末２６０台：5,200 万

円、ソフトウェア開発：2,300 万円、工

事費：1,900 万円） 

⇒総務省ユビキタスタウン構想推進事業

で充当 

※健康管理端末「こゆり」は 15 万円/台

 

■運用費用：約 180 万円/年 

⇒市の一般財源で充当（前町長から保健

事業には予算・要員を重点配分） 

〒969-4495 

福島県耶麻郡西会津町野沢字下小屋上乙

3261 

西会津町健康福祉課健康支援係 

TEL：0241-45-4532 

FAX：0241-45-2229 
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10．用語集 

(1) あ～ん 

インターネット

VPN 

インターネットは、誰でも利用できるネットワークであるが、セキュリ

ティを強化するために、特定のシステム間だけの閉域なネットワークを

実現する仕組み。（VPN Virtual Private Network） 

エコーキャンセ

ラ 

スピーカとマイクを持つ音声機器は、スピーカが出力した音声をマイク

が拾ってハウリングやエコーを起こす場合がある。このエコーやハウリ

ングを除去する仕組み。 

エビデンス 証拠。証言。医学で、臨床結果などの科学的根拠。その治療法がよいと

される証拠のことを指す。 

カスタマイズ コンピュータの分野では、利用者の要望に合わせて、ソフトウェアの機

能や性能を修正すること。 

クラウド クラウドは雲（Cloud）のことを表すことばで、情報システムの分野で

は、雲のような図で表されるインターネットのネットワークを経由して

情報システムのサービスが提供されることを象徴的に言っている。利用

者は、オンプレミス（自社保有設備）のように、設備やソフトウェアを

保有せずに、サービスとしてコンピュータを利用する。 

サービスの内容は、大きく 2 つの形態があり、アプリケーションを利用

するSaaSとアプリケーションを動作させるための設備を利用するIaaS

と呼ばれる形態がある。 

クリティカルパ

ス 

質の高い医療を患者に提供することを目的として、入院から退院までの

診療計画を立てたもの。患者用には、検査の予定や治療の内容、リハビ

リテーションの計画、いつ頃どのような状態になれば退院することがで

きるかなどを示している。 

グループウェア 企業や組織内のコミュニケーションや知識の共有を目的としたソフトウ

ェアで、主に電子メール、ライブラリ管理機能、スケジュール管理機能、

電子決裁機能などを含む。 

コメディカル 医師の指示の下に業務を行う医療従事者を指す。コメディカルスタッフ

とも呼ばれる。 

サーバ コンピュータの分野では、利用者が使うコンピュータ端末に対して、利

用者端末に対し、自身の有する機能やデータを提供するコンピュータの

ことをいう。コンピュータのアプリケーションやデータが保存されてい

る。 

システム独自調

達 

情報システムのハード設備やソフトウェアを、自分の資産として導入す

ることをいう。設備自体は、自前の事務所やデータセンタに設置する。

事務所に設置する場合は、入室管理などのセキュリティや電源、空調な

どの環境を整える必要があるが、データセンタに設置することでセキュ

リティや安全性を確保することも可能。 

セキュリティポ

リシ 

セキュリティに関する基本的な方針のこと。例えば、どの情報を誰に公

開するかといった運用の方針のこと。これに従い、具体的なルールを設

定することで、組織全体の整合性のとれたセキュリティを確保する。 
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タスク管理 仕事を管理するためのもので、作業の発生、進捗情況、完了状態などを

管理する機能。例えば、読影という仕事に関して、仕事を依頼、読影中、

完了といった状態を管理する。 

データセンタ コンピュータやネットワーク機器を設置する場所のこと。一般の建物に

比較して、耐震性があり自家発電などの電源設備や空調設備など、コン

ピュータにとって最適な設置環境を提供する。 

バイタルセンサ 血圧、血糖値、脈拍などの生体（バイタル）情報を収集するためのセン

サのこと。また、センサを使った、血圧計、血糖値計、脈拍計などを示

す場合もある。 

光回線 電話会社やケーブルテレビ会社が提供する回線の種類で、光ファイバに

で提供されている回線。 

ベンダ 製品を提供販売する会社のこと。なお、マルチベンダシステムとは複数

のベンダの製品が利用可能なシステムのこと。 

モダリティ 本来は医療機器の分類や様式という意味だが、一般には CT や MRI 等の

検査機器の代名詞になっている。 

ユーザアカウン

ト 

システムを利用する人を一般的にユーザと呼ぶが、ユーザアカウントは、

そのユーザに与えられたシステムの利用権限のこと。ユーザアカウント

は、通常、ユーザ名称やパスワードによって登録する。 

ライブラリ管理

機能 

コンピュータの分野では、電子化された文書、画像、映像、プログラム

などの情報やデータを効率的に利用するために、情報やデータを体系的

に整理し、蓄積・共有化を図る機能のことをいう。 

ルータ 利用者がコンピュータや端末をインターネットに接続するために導入す

るネットワーク設備。 

遠隔画像診断 X 線・CT・MRI 等の検査画像を、通信回線を介して専門医のところまで

伝送し、専門医が診断結果を返す行為。 
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(2) 0～1、A～Z 

2 次医療圏 医療法第 30 条の 4 第 2 項第 10 号で規定。特殊な医療を除く一般的な

医療サービスを提供する医療圏で、複数の市町村を一つの単位として認

定される。 

4 疾病 5 事業 4 疾病とは「がん」、「脳卒中」、「急性心筋梗塞」、「糖尿病」を指し、5

事業は、「救急医療」、「災害医療」、「へき地医療」、「周産期医療」、「小

児救急を含む小児医療」を指している。平成 19 年に施行された改正医

療法を受けて、医療計画の下で、地域内で保健福祉医療サービスが完結

できるように 4 疾病 5 事業ごとに数値目標が設定されている。 

DICOM 医療画像の標準規格のこと（Digital Imaging and Communication in 

Medichine）。複数のベンダ間でも、医療画像を取り扱えるように、画像

の形式や画像授受の通信に関して取り決めたもの。 

IaaS クラウドサービスの一つの形態で、アプリケーションは利用者が用意し、

アプリケーションを動作させるために必要な機材や回線などの基盤（イ

ンフラ）をサービスとして利用するもの。また、そうしたサービスや事

業モデルのこと。 

PDCA Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（評価）→ Act（改善）の 4 段

階を繰り返すこと。 

PinP PinP とは、PICTure in PICTure のこと。画面の中にさらに小さな画面

を表示させるもの。例えば、テレビ電話で会話している画面の中に、カ

メラの撮影画像を表示する。 

SaaS クラウドサービスの一つの形態で、ユーザが必要とするアプリケーショ

ン（ソフトウェア）機能を、必要な分だけ利用可能にしたサービス形態。

またその事業モデル。 

TCO TCＯ（Total Cost of Ownership）とは、情報システムの導入・運用・

維持に係る総費用を示すもの。従来、情報システムは導入時の費用が膨

大であったが、近年では運用・維持費用の比率が増大し、全体としての

費用を把握する必要がでてきた。 

USB USB とはコンピュータの周辺機器を接続する伝送規格の一つ。現在、市

販されている体温計、血圧計などのバイタルセンサの多くは、このイン

ターフェースを提供している。 

 

 


